
○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第６号の３ 

 

改正案 現行 

別紙様式第６号の３（第 59 条関係） 

（日本工業規格Ａ４）

                                  

                      （略）                    

目     次 

第１ （略） 

第２ 中間連結財務諸表 

  １・２ （略） 

  ３ 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 

４～６ （略） 

（記載上の注意） 

１・２ （略） 

３ この様式中、「第２の２ 中間連結貸借対照表」、「第２の３ 中間連結損益計算書及び中間連

結包括利益計算書」、「第２の４ 中間連結キャッシュ・フロー計算書」、「第２の５ 中間連結株

主資本等変動計算書」及び「第２の６ 中間連結基金等変動計算書」に注記すべき事項は、「第

２の６ 中間連結基金等変動計算書」の次に一括して記載することができる。 

４ 上場会社等（金融商品取引法第 24 条の４の７第 1 項の規定により四半期報告書（同項に規定

する四半期報告書をいう。以下この４において同じ。）を提出しなければならない会社（同条第

２項の規定により四半期報告書を提出する会社を含む。）をいう。）である保険会社にあっては、

この様式中、「第２の２ 中間連結貸借対照表」、「第２の３ 中間連結損益計算書及び中間連結

包括利益計算書」、「第２の４ 中間連結キャッシュ・フロー計算書」、「第２の５ 中間連結株主

資本等変動計算書」、「第２の６ 中間連結基金等変動計算書」については、一般に公正妥当と認

められる中間連結財務諸表の作成基準に準じて作成すること。 

 

第１  

年度中 （ 年  月  日から

年  月  日まで）中間事業概況書 

１ （略） 

２ 子会社等の状況 

 (１)（略） 

 (２) 子会社等の概況 

（略） 

  （記載上の注意） 

  １ 保険持株会社を親会社とする保険会社は、記載を要しない。 

   ２ 「認可又は届出年月日等」は、法第 106 条第１項各号に掲げる会社にあっては、同条第４

項の規定に基づく金融庁長官の認可年月日又は法第 127 条第１項第２号の規定に基づく金融

庁長官への届出年月日を記載すること。また、子法人等及び関連法人等にあっては、保険業

法施行規則（以下「規則」という。）第 85 条第１項第７号の４の規定に基づく金融庁長官へ

別紙様式第６号の３（第 59 条関係） 

（日本工業規格Ａ４）

                                  

（略）             

目     次 

第１ （略） 

第２ 中間連結財務諸表 

１・２ （略） 

３ 中間連結損益計算書 

４～６ （略） 

（記載上の注意） 

１・２ （略） 

３ この様式中、「第２の２ 中間連結貸借対照表」、「第２の３ 中間連結損益計算書」、「第２の

４ 中間連結キャッシュ・フロー計算書」、「第２の５ 中間連結株主資本等変動計算書」及び「第

２の６ 中間連結基金等変動計算書」に注記すべき事項は、「第２の６ 中間連結基金等変動計

算書」の次に一括して記載することができる。 

４ 上場会社等（金融商品取引法第 24 条の４の７第１項の規定により四半期報告書（同項に規定

する四半期報告書をいう。以下この４において同じ。）を提出しなければならない会社（同条第

２項の規定により四半期報告書を提出する会社を含む。）をいう。）である保険会社にあっては、

この様式中、「第２の２ 中間連結貸借対照表」、「第２の３ 中間連結損益計算書」、「第２の４

中間連結キャッシュ・フロー計算書」、「第２の５ 中間連結株主資本等変動計算書」、「第２の６

中間連結基金等変動計算書」については、一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成

基準に準じて作成すること。 

 

第１  

年度中 （ 年  月  日から

年  月  日まで ） 中間事業概況書 

１ （略） 

２ 子会社等の状況 

 (１)（略） 

(２) 子会社等の概況 

（略） 

  （記載上の注意） 

    「認可又は届出年月日等」は、法第 106 条第１項各号に掲げる会社にあっては、同条第４項

の規定に基づく金融庁長官の認可年月日又は法第127条第１項第２号の規定に基づく金融庁長

官への届出年月日を記載すること。また、子法人等及び関連法人等にあっては、保険業法施行

規則（以下「規則」という。）第 85条第１項第７号の４の規定に基づく金融庁長官への届出年

月日又は設立年月日を記載すること。 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第６号の３ 

改正案 現行 

の届出年月日又は設立年月日を記載すること。 

 

第２ 中間連結財務諸表 

１ （略） 

２ 中間連結貸借対照表 

       年度中（  年  月  日現在）中間連結貸借対照表 

(１) (生命保険株式会社及びその子会社等)                 (単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

 

  

 為 替 換 算 調 整 勘 定

その他の包括利益累計額合計

新 株 予 約 権

 

（略）   （略）  

 

(２) (損害保険株式会社及びその子会社等)                             (単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

 

  

 為 替 換 算 調 整 勘 定

その他の包括利益累計額合計

新 株 予 約 権

 

（略）   （略）  

（記載上の注意）  

（略） 

 

(３) (生命保険相互会社及びその子会社等)                             (単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

 

  

 為 替 換 算 調 整 勘 定

その他の包括利益累計額合計

少 数 株 主 持 分

 

（略）   （略）  

 

(４) (損害保険相互会社及びその子会社等)                              (単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

 

  

 為 替 換 算 調 整 勘 定

その他の包括利益累計額合計

少 数 株 主 持 分

 

 

 

第２ 中間連結財務諸表 

１ （略） 

２ 中間連結貸借対照表 

       年度中（  年  月  日現在）中間連結貸借対照表 

(１) (生命保険株式会社及びその子会社等)               （単位：百万円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

 

  

 為 替 換 算 調 整 勘 定

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

新 株 予 約 権

 

（略）   （略）  

 

(２) (損害保険株式会社及びその子会社等)                            (単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

 

  

 為 替 換 算 調 整 勘 定

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

新 株 予 約 権

 

（略）   （略）  

（記載上の注意）  

（略） 

 

(３) (生命保険相互会社及びその子会社等)                             (単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

 

  

 為 替 換 算 調 整 勘 定

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

少 数 株 主 持 分

 

（略）   （略）  

 

(４) (損害保険相互会社及びその子会社等)                              (単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

 

  

 為 替 換 算 調 整 勘 定

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

少 数 株 主 持 分

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第６号の３ 

改正案 現行 

（略）   （略）  

（記載上の注意） 

 （略） 

 

３ 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 

年度中 （ 年  月  日から

年  月  日まで） 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 

 

（記載上の注意） 

  「中間連結損益計算書」及び「中間連結包括利益計算書」は、両計算書を構成する項目を単一の

計算書に表示する方法により、「中間連結損益及び包括利益計算書」として記載することができる。

 

(１) (生命保険株式会社及びその子会社等－中間連結損益計算書)     (単位：百万円) 

科           目 金               額 
経 常 収 益  

保 険 料 等 収 入  

資 産 運 用 収 益  

（う ち 利 息 及 び 配 当 金 等 収 入）

（う ち 特 定 取 引 収 益）

（う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 益）

（う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益）

（う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益）

（う ち 有 価 証 券 売 却 益）

（う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 益）

 そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  

保 険 金 等 支 払 金  

（う ち 保 険 金）

（う ち 年 金）  

（う ち 給 付 金）  

（う ち 解 約 返 戻 金）  

責 任 準 備 金 等 繰 入 額  

（う ち 支 払 備 金 繰 入 額）

（う ち 責 任 準 備 金 繰 入 額）

（う ち 契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額）

資 産 運 用 費 用  

（う ち 支 払 利 息）

（う ち 特 定 取 引 費 用）

（う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 損）

（略）   （略）  

（記載上の注意） 

 （略） 

 

３ 中間連結損益計算書 

 年度中（ 年  月  日から

年  月  日まで ） 中間連結損益計算書 

 

(１) (生命保険株式会社及びその子会社等)               (単位：百万円) 

科           目 金               額 
経 常 収 益  

保 険 料 等 収 入  

資 産 運 用 収 益  

（う ち 利 息 及 び 配 当 金 等 収 入） 

（う ち 特 定 取 引 収 益） 

（う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 益） 

（う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益） 

（う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益） 

（う ち 有 価 証 券 売 却 益） 

（う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 益） 

 そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  

保 険 金 等 支 払 金  

（う ち 保 険 金） 

（う ち 年 金）  

（う ち 給 付 金）  

（う ち 解 約 返 戻 金）  

責 任 準 備 金 等 繰 入 額  

（う ち 支 払 備 金 繰 入 額） 

（う ち 責 任 準 備 金 繰 入 額） 

（う ち 契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額） 

資 産 運 用 費 用  

（う ち 支 払 利 息） 

（う ち 特 定 取 引 費 用） 

（う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 損） 

（う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損） 

（う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損） 

（う ち 有 価 証 券 売 却 損） 

（う ち 有 価 証 券 評 価 損） 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第６号の３ 

改正案 現行 

（う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損）

（う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損）

（う ち 有 価 証 券 売 却 損）

（う ち 有 価 証 券 評 価 損）

（う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 損）

事 業 費  

そ の 他 経 常 費 用  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

特 別 損 失 

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計  

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益  

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）  

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）  

 

(２) (損害保険株式会社及びその子会社等－中間連結損益計算書)      (単位：百万円)

科          目 金               額 
経 常 収 益  

保 険 引 受 収 益  

（う ち 正 味 収 入 保 険 料）

（う ち 収 入 積 立 保 険 料）

（う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益）

資 産 運 用 収 益  

（う ち 利 息 及 び 配 当 金 収 入）

（う ち 特 定 取 引 収 益）

（う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 益）

（う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益）

（う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益）

（う ち 有 価 証 券 売 却 益）

 そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  

保 険 引 受 費 用  

（う ち 正 味 支 払 保 険 金）

（う ち 損 害 調 査 費）  

（う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 損） 

事 業 費  

そ の 他 経 常 費 用  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

特 別 損 失 

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 

税金等調整前中間純利益（又は税金等調整前中間 

純損失） 

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計  

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益 

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ） 

 

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）  

 

(２) (損害保険株式会社及びその子会社等)               (単位：百万円) 

科          目 金               額 
経 常 収 益  

保 険 引 受 収 益  

（う ち 正 味 収 入 保 険 料） 

（う ち 収 入 積 立 保 険 料） 

（う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益） 

資 産 運 用 収 益  

（う ち 利 息 及 び 配 当 金 収 入） 

（う ち 特 定 取 引 収 益） 

（う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 益） 

（う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益） 

（う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益） 

（う ち 有 価 証 券 売 却 益） 

 そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  

保 険 引 受 費 用  

（う ち 正 味 支 払 保 険 金） 

（う ち 損 害 調 査 費）  

（う ち 諸 手 数 料 及 び 集 金 費）  

（う ち 満 期 返 戻 金）  

（う ち 支 払 備 金 繰 入 額） 

（う ち 責 任 準 備 金 等 繰 入 額） 
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（う ち 諸 手 数 料 及 び 集 金 費）  

（う ち 満 期 返 戻 金）  

（う ち 支 払 備 金 繰 入 額）

（う ち 責 任 準 備 金 等 繰 入 額）

資 産 運 用 費 用  

（う ち 特 定 取 引 費 用）

（う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 損）

（う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損）

（う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損）

（う ち 有 価 証 券 売 却 損）

（う ち 有 価 証 券 評 価 損）

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費

そ の 他 経 常 費 用  

（う ち 支 払 利 息）  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

特 別 損 失 

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計  

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益  

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）  

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）  

（記載上の注意） 

１ 生命保険株式会社にあっては上記の(１)により、損害保険株式会社にあっては上記の(２)により

記載すること。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

(１) 中間連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている

会計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したとき（当中間連結会計期間の直前の連結会計年度に係

る連結財務諸表作成に当たり会計処理の原則又は手続について変更が行われており、当中間

連結会計期間の直前の中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表作成上の会計処理の原則

又は手続との間に相違がみられるときを含む。）は、その旨、変更の理由及び当該変更が中

間連結財務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

 (３) １株当たり中間純利益又は中間純損失の額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益の額

資 産 運 用 費 用  

（う ち 特 定 取 引 費 用） 

（う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 損） 

（う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損） 

（う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損） 

（う ち 有 価 証 券 売 却 損） 

（う ち 有 価 証 券 評 価 損） 

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 

そ の 他 経 常 費 用  

（う ち 支 払 利 息）  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

特 別 損 失 

税金等調整前中間純利益（又は税金等調整前中間 

純損失） 

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計  

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益  

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）  

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）  

（記載上の注意） 

１ 生命保険株式会社にあっては、上記の(１)により、損害保険株式会社にあっては上記の(２)によ

り記載すること。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

(１) 中間連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている

会計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したとき（当中間連結会計期間の直前の連結会計年度に係

る連結財務諸表作成に当たり会計処理の原則又は手続について変更が行われており、当中間

連結会計期間の直前の中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表作成上の会計処理の原則

又は手続との間に相違がみられるときを含む。）は、その旨、変更の理由及び当該変更が中

間連結財務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) １株当たり中間純利益又は中間純損失の額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益の額

（銭単位まで記載すること。） 

 (４) 以上のほか、保険会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要な事項 

３ 特定取引収益及び特定取引費用は、保険会社又はその子会社等が規則第 53 条の６の２その他法

令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用について記載すること。なお、特定取引勘
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（銭単位まで記載すること。） 

 (４) 以上のほか、保険会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要な事項 

３ 特定取引収益及び特定取引費用は、保険会社又はその子会社等が規則第 53 条の６の２その他法

令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用について記載すること。なお、特定取引勘

定設置会社分については商品有価証券運用益及び商品有価証券運用損への計数の記載は行わない。

４ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために必要がある

ときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に

応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

５ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

(３) (保険株式会社及びその子会社等－中間連結包括利益計算書)     (単位：百万円) 

科       目 金               額 

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

（又は少数株主損益調整前中間純損失）

そ の 他 の 包 括 利 益

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

為 替 換 算 調 整 勘 定

持分法適用会社に対する持分相当額

 

中 間 包 括 利 益

親会社株主に係る中間包括利益

少 数 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

 

（記載上の注意） 

１ 中間連結包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけるその他の包

括利益及びその内訳項目並びに中間包括利益及びその内訳項目の金額を注記すること。 

２ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の包括利益の状態を明らかにするために必要が

あるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性

質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

４ その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内訳項

目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加減する方

法で記載することができる。 

 

〔「中間連結損益計算書」及び「中間連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表示す

る場合〕 

 

(４) (生命保険株式会社及びその子会社等－中間連結損益及び包括利益計算書)        

(単位：百万円) 

科           目 金               額 
経 常 収 益  

定設置会社分については商品有価証券運用益及び商品有価証券運用損への計数の記載は行わない。

４ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために必要がある

ときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載

すること。 

５ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

(３) (生命保険相互会社及びその子会社等)               (単位：百万円) 

科           目 金               額 
経 常 収 益  

保 険 料 等 収 入  

資 産 運 用 収 益  

（う ち 利 息 及 び 配 当 金 等 収 入） 

（う ち 特 定 取 引 収 益） 

（う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 益） 

（う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益） 

（う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益） 

（う ち 有 価 証 券 売 却 益） 

（う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 益） 

 そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  

保 険 金 等 支 払 金  

（う ち 保 険 金） 

（う ち 年 金）  

（う ち 給 付 金）  

（う ち 解 約 返 戻 金）  

責 任 準 備 金 等 繰 入 額  

（う ち 支 払 備 金 繰 入 額） 

（う ち 責 任 準 備 金 繰 入 額） 

（う ち 社 員 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額） 

資 産 運 用 費 用  

（う ち 支 払 利 息） 

（う ち 特 定 取 引 費 用） 

（う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 損） 

（う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損） 

（う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損） 

（う ち 有 価 証 券 売 却 損） 

（う ち 有 価 証 券 評 価 損） 

（う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 損） 

事 業 費  

そ の 他 経 常 費 用  
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保 険 料 等 収 入  

資 産 運 用 収 益  

（う ち 利 息 及 び 配 当 金 等 収 入）

（う ち 特 定 取 引 収 益）

（う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 益）

（う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益）

（う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益）

（う ち 有 価 証 券 売 却 益）

（う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 益）

 そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  

保 険 金 等 支 払 金  

（う ち 保 険 金）

（う ち 年 金）  

（う ち 給 付 金）  

（う ち 解 約 返 戻 金）  

    責 任 準 備 金 等 繰 入 額  

（う ち 支 払 備 金 繰 入 額）

（う ち 責 任 準 備 金 繰 入 額）

（う ち 契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額）

    資 産 運 用 費 用  

（う ち 支 払 利 息）

（う ち 特 定 取 引 費 用）

（う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 損）

（う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損）

（う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損）

（う ち 有 価 証 券 売 却 損）

（う ち 有 価 証 券 評 価 損）

（う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 損）

事 業 費  

そ の 他 経 常 費 用  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

特 別 損 失 

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

特 別 損 失 

税金等調整前中間純剰余（又は税金等調整前中間 

純損失） 

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計  

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 剰 余  

（又は少数株主損益調整前中間純損失）  

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

中 間 純 剰 余 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）  

 

(４) (損害保険相互会社及びその子会社等)               (単位：百万円) 

科          目 金               額 
経 常 収 益  

保 険 引 受 収 益  

（う ち 正 味 収 入 保 険 料） 

（う ち 収 入 積 立 保 険 料） 

（う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益） 

資 産 運 用 収 益  

（う ち 利 息 及 び 配 当 金 収 入） 

（う ち 特 定 取 引 収 益） 

（う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 益） 

（う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益） 

（う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益） 

（う ち 有 価 証 券 売 却 益） 

（う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替） 

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  

保 険 引 受 費 用  

（う ち 正 味 支 払 保 険 金） 

（う ち 損 害 調 査 費）  

（う ち 諸 手 数 料 及 び 集 金 費）  

（う ち 満 期 返 戻 金）  

（う ち 支 払 備 金 繰 入 額） 

（う ち 責 任 準 備 金 等 繰 入 額） 

資 産 運 用 費 用  

（う ち 特 定 取 引 費 用） 

（う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 損） 
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少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益  

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）  

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）  

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

 

そ の 他 の 包 括 利 益  

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

為 替 換 算 調 整 勘 定

持 分 法 適 用 会 社 に 対 す る 持 分 相 当 額

 

中 間 包 括 利 益

親 会 社 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

少 数 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

 

 

(５) (損害保険株式会社及びその子会社等－中間連結損益及び包括利益計算書)  

(単位：百万円) 

科          目 金               額 
経 常 収 益  

保 険 引 受 収 益  

（う ち 正 味 収 入 保 険 料）

（う ち 収 入 積 立 保 険 料）

（う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益）

資 産 運 用 収 益  

（う ち 利 息 及 び 配 当 金 収 入）

（う ち 特 定 取 引 収 益）

（う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 益）

（う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益）

（う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益）

（う ち 有 価 証 券 売 却 益）

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  

保 険 引 受 費 用  

（う ち 正 味 支 払 保 険 金）

（う ち 損 害 調 査 費）  

（う ち 諸 手 数 料 及 び 集 金 費）  

（う ち 満 期 返 戻 金）  

（う ち 支 払 備 金 繰 入 額）

（う ち 責 任 準 備 金 等 繰 入 額）

（う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損） 

（う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損） 

（う ち 有 価 証 券 売 却 損） 

（う ち 有 価 証 券 評 価 損） 

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 

そ の 他 経 常 費 用  

（う ち 支 払 利 息）  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

特 別 損 失 

税金等調整前中間純剰余（又は税金等調整前中間 

純損失） 

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計  

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 剰 余  

（又は少数株主損益調整前中間純損失）  

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

中 間 純 剰 余 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）  

（記載上の注意） 

１ 生命保険相互会社にあっては上記の(３)により、損害保険相互会社にあっては上記の(４)により

記載すること。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

(１) 中間連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている

会計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したとき（当中間連結会計期間の直前の連結会計年度に

係る連結財務諸表作成に当たり会計処理の原則又は手続について変更が行われており、当

中間連結会計期間の直前の中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表作成上の会計処理の

原則又は手続との間に相違がみられるときを含む。）は、その旨、変更の理由及び当該変更

が中間連結財務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) 以上のほか、保険会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要な事項 

３ 特定取引収益及び特定取引費用は、保険会社又はその子会社等が規則第 53 条の６の２その他法

令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用について記載すること。なお、特定取引勘

定設置会社分については商品有価証券運用益及び商品有価証券運用損への計数の記載は行わない。

４ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために必要がある

ときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載

すること。 

５ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第６号の３ 

改正案 現行 

資 産 運 用 費 用  

（う ち 特 定 取 引 費 用）

（う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 損）

（う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損）

（う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損）

（う ち 有 価 証 券 売 却 損）

（う ち 有 価 証 券 評 価 損）

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費

そ の 他 経 常 費 用  

（う ち 支 払 利 息）  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

特 別 損 失 

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計  

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益  

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）  

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）  

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

 

そ の 他 の 包 括 利 益  

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

為 替 換 算 調 整 勘 定

持 分 法 適 用 会 社 に 対 す る 持 分 相 当 額

 

中 間 包 括 利 益

親 会 社 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

少 数 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

 

（記載上の注意） 

１ 生命保険株式会社にあっては上記の(４)により、損害保険株式会社にあっては上記の(５)により

記載すること。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

(１) 中間連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている

会計方針は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第６号の３ 

改正案 現行 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したとき（当中間連結会計期間の直前の連結会計年度に係

る連結財務諸表作成に当たり会計処理の原則又は手続について変更が行われており、当中間

連結会計期間の直前の中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表作成上の会計処理の原則

又は手続との間に相違がみられるときを含む。）は、その旨、変更の理由及び当該変更が中

間連結財務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) １株当たり中間純利益又は中間純損失の額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益の額

（銭単位まで記載すること。） 

 (４) 以上のほか、保険会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要な事項 

３ 特定取引収益及び特定取引費用は、保険会社又はその子会社等が規則第 53 条の６の２その他法

令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用について記載すること。なお、特定取引勘

定設置会社分については商品有価証券運用益及び商品有価証券運用損への計数の記載は行わない。

４ 中間連結損益及び包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけるそ

の他の包括利益及びその内訳項目並びに中間包括利益及びその内訳項目の金額を注記すること。 

５ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の損益若しくは包括利益の状態を明らかにする

ために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を

設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

６ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

７ その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内訳項

目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加減する方

法で記載することができる。 

 

(６) (生命保険相互会社及びその子会社等－中間連結損益計算書)     (単位：百万円) 

科          目 金               額 
経 常 収 益  

保 険 料 等 収 入  

資 産 運 用 収 益  

（う ち 利 息 及 び 配 当 金 等 収 入）

（う ち 特 定 取 引 収 益）

（う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 益）

（う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益）

（う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益）

（う ち 有 価 証 券 売 却 益）

（う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 益）

 そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  

保 険 金 等 支 払 金  

（う ち 保 険 金）

（う ち 年 金）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第６号の３ 

改正案 現行 

（う ち 給 付 金）  

（う ち 解 約 返 戻 金）  

責 任 準 備 金 等 繰 入 額  

（う ち 支 払 備 金 繰 入 額）

（う ち 責 任 準 備 金 繰 入 額）

（う ち 社 員 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額）

資 産 運 用 費 用  

（う ち 支 払 利 息）

（う ち 特 定 取 引 費 用）

（う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 損）

（う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損）

（う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損）

（う ち 有 価 証 券 売 却 損）

（う ち 有 価 証 券 評 価 損）

（う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 損）

事 業 費  

そ の 他 経 常 費 用  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

特 別 損 失 

税 金 等 調 整 前 中 間 純 剰 余

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計  

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 剰 余  

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）  

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

中 間 純 剰 余 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）  

 

(７) (損害保険相互会社及びその子会社等－中間連結損益計算書)     (単位：百万円) 

科          目 金               額 
経 常 収 益  

保 険 引 受 収 益  

（う ち 正 味 収 入 保 険 料）

（う ち 収 入 積 立 保 険 料）

（う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益）

資 産 運 用 収 益  

（う ち 利 息 及 び 配 当 金 収 入）

（う ち 特 定 取 引 収 益）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
  



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第６号の３ 

改正案 現行 

（う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 益）

（う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益）

（う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益）

（う ち 有 価 証 券 売 却 益）

（う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替）

  そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  

保 険 引 受 費 用  

（う ち 正 味 支 払 保 険 金）

（う ち 損 害 調 査 費）  

（う ち 諸 手 数 料 及 び 集 金 費）  

（う ち 満 期 返 戻 金）  

（う ち 支 払 備 金 繰 入 額）

（う ち 責 任 準 備 金 等 繰 入 額）

資 産 運 用 費 用  

（う ち 特 定 取 引 費 用）

（う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 損）

（う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損）

（う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損）

（う ち 有 価 証 券 売 却 損）

（う ち 有 価 証 券 評 価 損）

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費

 そ の 他 経 常 費 用  

（う ち 支 払 利 息）  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

特 別 損 失 

税 金 等 調 整 前 中 間 純 剰 余

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計  

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 剰 余  

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）  

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

中 間 純 剰 余 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）  

（記載上の注意） 

１ 生命保険相互会社にあっては上記の(６)により、損害保険相互会社にあっては上記の(７)により

記載すること。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものはこの限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第６号の３ 

改正案 現行 

(１) 中間連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている

会計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したとき（当中間連結会計期間の直前の連結会計年度に係

る連結財務諸表作成に当たり会計処理の原則又は手続について変更が行われており、当中間

連結会計期間の直前の中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表作成上の会計処理の原則

又は手続との間に相違がみられるときを含む。）は、その旨、変更の理由及び当該変更が中

間連結財務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) 以上のほか、保険会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要な事項 

３ 特定取引収益及び特定取引費用は、保険会社又はその子会社等が規則第 53 条の６の２その他法

令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用について記載すること。なお、特定取引勘

定設置会社分については商品有価証券運用益及び商品有価証券運用損への計数の記載は行わない。

４ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために必要がある

ときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に

応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

５ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

(８) (保険相互会社及びその子会社等－中間連結包括利益計算書)     (単位：百万円) 

科     目 金               額 

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 剰 余

（又は少数株主損益調整前中間純損失）

そ の 他 の 包 括 利 益

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

為 替 換 算 調 整 勘 定

持分法適用会社に対する持分相当額

 

中 間 包 括 利 益

親 会 社 に 係 る 中 間 包 括 利 益

少 数 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

 

（記載上の注意） 

１ 中間連結包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけるその他の包

括利益及びその内訳項目並びに中間包括利益及びその内訳項目の金額を注記すること。 

２ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の包括利益の状態を明らかにするために必要が

あるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性

質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

４ その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内訳項

目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加減する方

法で記載することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第６号の３ 

改正案 現行 

 

〔「中間連結損益計算書」及び「中間連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表示す

る場合〕 

 

(９) (生命保険相互会社及びその子会社等－中間連結損益及び包括利益計算書) 

 (単位：百万円) 

科          目 金               額 
経 常 収 益  

保 険 料 等 収 入  

資 産 運 用 収 益  

（う ち 利 息 及 び 配 当 金 等 収 入）

（う ち 特 定 取 引 収 益）

（う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 益）

（う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益）

（う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益）

（う ち 有 価 証 券 売 却 益）

（う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 益）

 そ の 他 の 経 常 収 益  

経 常 費 用  

保 険 金 等 支 払 金  

（う ち 保 険 金）

（う ち 年 金）  

（う ち 給 付 金）  

（う ち 解 約 返 戻 金）  

責 任 準 備 金 等 繰 入 額  

（う ち 支 払 備 金 繰 入 額）

（う ち 責 任 準 備 金 繰 入 額）

（う ち 社 員 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額）

資 産 運 用 費 用  

（う ち 支 払 利 息）

（う ち 特 定 取 引 費 用）

（う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 損）

（う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損）

（う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損）

（う ち 有 価 証 券 売 却 損）

（う ち 有 価 証 券 評 価 損）

（う ち 特 別 勘 定 資 産 運 用 損）

事 業 費  

そ の 他 経 常 費 用  

経常利益（又は経常損失）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第６号の３ 

改正案 現行 

特 別 利 益 

特 別 損 失 

税 金 等 調 整 前 中 間 純 剰 余

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計  

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 剰 余  

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）  

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

中 間 純 剰 余 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）  

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 剰 余

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

 

そ の 他 の 包 括 利 益

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

為 替 換 算 調 整 勘 定

持 分 法 適 用 会 社 に 対 す る 持 分 相 当 額

中 間 包 括 利 益

親 会 社 に 係 る 中 間 包 括 利 益

少 数 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

 

 

(10) (損害保険相互会社及びその子会社等－中間連結損益及び包括利益計算書) 

(単位：百万円) 

科          目 金               額 
経 常 収 益  

保 険 引 受 収 益  

（う ち 正 味 収 入 保 険 料）

（う ち 収 入 積 立 保 険 料）

（う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益）

資 産 運 用 収 益  

（う ち 利 息 及 び 配 当 金 収 入）

（う ち 特 定 取 引 収 益）

（う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 益）

（う ち 金 銭 の 信 託 運 用 益）

（う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益）

（う ち 有 価 証 券 売 却 益）

（う ち 積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替）

 そ の 他 経 常 収 益  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第６号の３ 

改正案 現行 

経 常 費 用  

保 険 引 受 費 用  

（う ち 正 味 支 払 保 険 金）

（う ち 損 害 調 査 費）  

（う ち 諸 手 数 料 及 び 集 金 費）  

（う ち 満 期 返 戻 金）  

（う ち 支 払 備 金 繰 入 額）

（う ち 責 任 準 備 金 等 繰 入 額）

資 産 運 用 費 用  

（う ち 特 定 取 引 費 用）

（う ち 商 品 有 価 証 券 運 用 損）

（う ち 金 銭 の 信 託 運 用 損）

（う ち 売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損）

（う ち 有 価 証 券 売 却 損）

（う ち 有 価 証 券 評 価 損）

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費

そ の 他 経 常 費 用  

（う ち 支 払 利 息）  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

特 別 損 失 

税 金 等 調 整 前 中 間 純 剰 余

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計  

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 剰 余  

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）  

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

中 間 純 剰 余 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）  

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 剰 余

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

 

そ の 他 の 包 括 利 益  

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

為 替 換 算 調 整 勘 定

持 分 法 適 用 会 社 に 対 す る 持 分 相 当 額

 

中 間 包 括 利 益  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第６号の３ 

改正案 現行 

親 会 社 に 係 る 中 間 包 括 利 益

少 数 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

（記載上の注意） 

１ 生命保険相互会社にあっては上記の(９)により、損害保険相互会社にあっては上記の(10)により

記載すること。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものはこの限りでない。 

(１) 中間連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている

会計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したとき（当中間連結会計期間の直前の連結会計年度に係

る連結財務諸表作成に当たり会計処理の原則又は手続について変更が行われており、当中間

連結会計期間の直前の中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表作成上の会計処理の原則又

は手続との間に相違がみられるときを含む。）は、その旨、変更の理由及び当該変更が中間連

結財務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) 以上のほか、保険会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要な事項 

３ 特定取引収益及び特定取引費用は、保険会社又はその子会社等が規則第 53 条の６の２その他法

令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用について記載すること。なお、特定取引勘

定設置会社分については商品有価証券運用益及び商品有価証券運用損への計数の記載は行わない。

４ 中間連結損益及び包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけるそ

の他の包括利益及びその内訳項目並びに包括利益及びその内訳項目の金額を注記すること。 

５ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の損益若しくは包括利益の状態を明らかにする

ために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を

設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

６ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

７ その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内訳項

目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加減する方

法で記載することができる。 

 

４（略） 

 

５ 中間連結株主資本等変動計算書 

年度中 (( 年  月  日から

年  月  日まで ) 中間連結株主資本等変動計算書 

      （単位：百万円）

科            目 金          額 

  （略） （略）

  当中間期末残高 ×××

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４（略） 

 

５ 中間連結株主資本等変動計算書 

年度中 ( 年  月  日から

年  月  日まで ) 中間連結株主資本等変動計算書 

      （単位：百万円）

科            目 金          額 

  （略） （略）

  当中間期末残高 ×××



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第６号の３ 

改正案 現行 

その他の包括利益累計額 
 その他有価証券評価差額金 
  （略） （略）

  当中間期末残高 ×××

 その他の包括利益累計額合計 
  前期末残高 ×××

  （略） （略）

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４ その他の包括利益累計額は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前連結会計年度末残高、中間

連結会計期間中の変動額及び中間連結会計期間末残高に区分して記載することができる。この場

合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

５ その他の包括利益累計額及び純資産の各合計欄の記載は、省略することができる。 

６ （略） 

 

６ 中間連結基金等変動計算書 

 年度中( 年  月  日から

年  月  日まで ) 中間連結基金等変動計算書

 （単位：百万円）

科            目 金          額 

  （略） （略）

  当中間期末残高 ×××

その他の包括利益累計額 
 その他有価証券評価差額金 
  （略） （略）

  当中間期末残高 ×××

 その他の包括利益累計額合計 
  前期末残高 ×××

  （略） （略）

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４ その他の包括利益累計額は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前連結会計年度末残高、中間

連結会計期間中の変動額及び中間連結会計期間末残高に区分して記載することができる。この場

合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

５ その他の包括利益累計額及び純資産の合計欄の記載は、省略することができる。 

 

評価・換算差額等 
 その他有価証券評価差額金 
  （略） （略）

  当中間期末残高 ×××

 評価・換算差額等合計 
  前期末残高 ×××

  （略） （略）

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４ 評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前連結会計年度末残高、中間連結会

計期間中の変動額及び中間連結会計期間末残高に区分して記載することができる。この場合に

は、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

５ 評価・換算差額等及び純資産の各合計欄の記載は、省略することができる。 

６ （略） 

 

６ 中間連結基金等変動計算書 

   年度中( 年  月  日から 

年  月  日まで ) 中間連結基金等変動計算書

 （単位：百万円）

科            目 金          額 

  （略） （略）

  当中間期末残高 ×××

評価・換算差額等 
 その他有価証券評価差額金 
  （略） （略）

  当中間期末残高 ×××

 評価・換算差額等合計 
  前期末残高 ×××

  （略） （略）

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４ 評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前連結会計年度末残高、中間連結会

計期間中の変動額及び中間連結会計期間末残高に区分して記載することができる。この場合に

は、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

５ 評価・換算差額等及び純資産の合計欄の記載は、省略することができる。 

  

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第７号の３ 

 

改正案 現行 

別紙様式第７号の３（第 25 条の３及び第 59条関係） 

（日本工業規格Ａ４）

                     （略） 

                   目     次 

第１ （略） 

第２ 連結財務諸表 

  １・２ （略） 

  ３ 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

  ４～６ （略） 

（記載上の注意） 

１・２ （略） 

３ この様式中、「第２の２ 連結貸借対照表」、「第２の３ 連結損益計算書及び連結包括利益計算

書」、「第２の４ 連結キャッシュ・フロー計算書」、「第２の５ 連結株主資本等変動計算書」及

び「第２の６ 連結基金等変動計算書」に注記すべき事項は、「第２の６ 連結基金等変動計算書」

の次に一括して記載することができる。 

 

第１   

年度 （ 年  月  日から

年  月  日まで ）事業概況書 

１ （略） 

２ 子会社等の状況 

 (１)（略） 

 (２) 子会社等の概況 

（略） 

  （記載上の注意） 

  １ 保険持株会社を親会社とする保険会社は、記載を要しない。 

   ２ 「認可又は届出年月日等」は、法第 106 条第１項各号に掲げる会社にあっては、同条第４

項の規定に基づく金融庁長官の認可年月日又は法第 127 条第１項第２号の規定に基づく金融

庁長官への届出年月日を記載すること。また、子法人等及び関連法人等にあっては、保険業

法施行規則（以下「規則」という。）第 85 条第１項第７号の４の規定に基づく金融庁長官へ

の届出年月日又は設立年月日を記載すること。 

 

 

第２ 連結財務諸表 

１ （略） 

２ 連結貸借対照表 

       年度（  年  月  日現在）連結貸借対照表 

(１) (生命保険株式会社及びその子会社等)                            (単位：百万円) 

別紙様式第７号の３（第 25 条の３及び第 59条関係） 

（日本工業規格Ａ４）

                     （略） 

                   目     次 

第１ （略） 

第２ 連結財務諸表 

  １・２ （略） 

  ３ 連結損益計算書 

  ４～６ （略） 

（記載上の注意） 

１・２ （略） 

３ この様式中、「第２の２ 連結貸借対照表」、「第２の３ 連結損益計算書」、「第２の４ 連結

キャッシュ・フロー計算書」、「第２の５ 連結株主資本等変動計算書」及び「第２の６ 連結基

金等変動計算書」に注記すべき事項は、「第２の６ 連結基金等変動計算書」の次に一括して記

載することができる。 

 

第１  

年度 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ）事業概況書 

１ （略） 

２ 子会社等の状況 

 (１)（略） 

 (２) 子会社等の概況 

（略） 

  （記載上の注意） 

    「認可又は届出年月日等」は、法第 106 条第１項各号に掲げる会社にあっては、同条第４項

の規定に基づく金融庁長官の認可年月日又は法第127条第１項第２号の規定に基づく金融庁長

官への届出年月日を記載すること。また、子法人等及び関連法人等にあっては、保険業法施行

規則（以下「規則」という。）第 85 条第１項第７号の４に基づく金融庁長官への届出年月日又

は設立年月日を記載すること。 

 

 

 

第２ 連結財務諸表 

１ （略） 

２ 連結貸借対照表 

       年度（  年  月  日現在）連結貸借対照表 

(１) (生命保険株式会社及びその子会社等)                (単位：百万円)



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第７号の３ 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

 

  

 為 替 換 算 調 整 勘 定

その他の包括利益累計額合計

新 株 予 約 権

 

（略）   （略）  

 

(２) (損害保険株式会社及びその子会社等)                              (単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

 

  

 為 替 換 算 調 整 勘 定

その他の包括利益累計額合計

新 株 予 約 権

 

（略）   （略）  

   （記載上の注意） 

   （略） 

(３) (生命保険相互会社及びその子会社等)                             (単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

 

  

 為 替 換 算 調 整 勘 定

その他の包括利益累計額合計

少 数 株 主 持 分

 

（略）   （略）  

 

(４) (損害保険相互会社及びその子会社等)                               (単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

 

  

 為 替 換 算 調 整 勘 定

その他の包括利益累計額合計

少 数 株 主 持 分

 

（略）   （略）  

   （記載上の注意） 

   （略） 

 

３ 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

年度（ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

 

  

 為 替 換 算 調 整 勘 定

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

新 株 予 約 権

 

（略）   （略）  

 

(２) (損害保険株式会社及びその子会社等)                             (単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

 

  

 為 替 換 算 調 整 勘 定

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

新 株 予 約 権

 

（略）   （略）  

（記載上の注意）  

（略） 

(３) (生命保険相互会社及びその子会社等)                (単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

 

  

 為 替 換 算 調 整 勘 定

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

少 数 株 主 持 分

 

（略）   （略）  

 

(４) (損害保険相互会社及びその子会社等)                               (単位：百万円)

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

 

  

 為 替 換 算 調 整 勘 定

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

少 数 株 主 持 分

 

（略）   （略）  

（記載上の注意）  

（略） 

 

３ 連結損益計算書 

年度（ 年  月  日から

年  月  日まで ）
            

連結損益計算書 
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（記載上の注意） 

 「連結損益計算書」及び「連結包括利益計算書」は、両計算書を構成する項目を単一の計算書に表

示する方法により、「連結損益及び包括利益計算書」として記載することができる。 

 

(１) (生命保険株式会社及びその子会社等―連結損益計算書)       (単位：百万円) 

科     目 金               額 
経 常 収 益  

保 険 料 等 収 入  

資 産 運 用 収 益  

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入

特 定 取 引 収 益

商 品 有 価 証 券 運 用 益

金 銭 の 信 託 運 用 益

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益

有 価 証 券 売 却 益

有 価 証 券 償 還 益

金 融 派 生 商 品 収 益

為 替 差 益

そ の 他 運 用 収 益

特 別 勘 定 資 産 運 用 益

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  

保 険 金 等 支 払 金  

保 険 金

年 金  

給 付 金  

解 約 返 戻 金  

 そ の 他 返 戻 金  

責 任 準 備 金 等 繰 入 額  

支 払 備 金 繰 入 額

責 任 準 備 金 繰 入 額

  契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額  

資 産 運 用 費 用  

支 払 利 息

特 定 取 引 費 用

商 品 有 価 証 券 運 用 損

金 銭 の 信 託 運 用 損

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損

有 価 証 券 売 却 損

有 価 証 券 評 価 損

 

(１) (生命保険株式会社及びその子会社等)               (単位：百万円) 

科     目 金               額 
経 常 収 益  

保 険 料 等 収 入  

資 産 運 用 収 益  

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 

特 定 取 引 収 益 

商 品 有 価 証 券 運 用 益 

金 銭 の 信 託 運 用 益 

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 

有 価 証 券 売 却 益 

有 価 証 券 償 還 益 

金 融 派 生 商 品 収 益 

為 替 差 益 

そ の 他 運 用 収 益 

特 別 勘 定 資 産 運 用 益 

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  

保 険 金 等 支 払 金  

保 険 金 

年 金  

給 付 金  

解 約 返 戻 金  

 そ の 他 返 戻 金  

責 任 準 備 金 等 繰 入 額  

支 払 備 金 繰 入 額 

責 任 準 備 金 繰 入 額 

  契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額  

資 産 運 用 費 用  

支 払 利 息 

特 定 取 引 費 用 

商 品 有 価 証 券 運 用 損 

金 銭 の 信 託 運 用 損 

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 

有 価 証 券 売 却 損 

有 価 証 券 評 価 損 

有 価 証 券 償 還 損 

金 融 派 生 商 品 費 用 

為 替 差 損 

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 
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有 価 証 券 償 還 損

金 融 派 生 商 品 費 用

為 替 差 損

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

貸 付 金 償 却

賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費

そ の 他 運 用 費 用

特 別 勘 定 資 産 運 用 損

事 業 費  

そ の 他 経 常 費 用  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

固 定 資 産 等 処 分 益  

負 の の れ ん 発 生 益  

保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益  

そ の 他 特 別 利 益  

特 別 損 失 

固 定 資 産 等 処 分 損  

減 損 損 失  

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額  

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額  

不 動 産 圧 縮 損  

そ の 他 特 別 損 失  

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計  

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益  

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）  

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）  

 

(２) (損害保険株式会社及びその子会社等－連結損益計算書)       (単位：百万円) 

科     目 金               額 
経 常 収 益  

保 険 引 受 収 益  

正 味 収 入 保 険 料

収 入 積 立 保 険 料

貸 付 金 償 却 

賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費 

そ の 他 運 用 費 用 

特 別 勘 定 資 産 運 用 損 

事 業 費  

そ の 他 経 常 費 用  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

固 定 資 産 等 処 分 益  

負 の の れ ん 発 生 益  

保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益  

そ の 他 特 別 利 益  

特 別 損 失 

固 定 資 産 等 処 分 損  

減 損 損 失  

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額  

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額  

不 動 産 圧 縮 損  

そ の 他 特 別 損 失  

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 ） 

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計  

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益  

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）  

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）  

 

(２) (損害保険株式会社及びその子会社等)               (単位：百万円) 

科     目 金               額 
経 常 収 益  

保 険 引 受 収 益  

正 味 収 入 保 険 料 

収 入 積 立 保 険 料 

積 立 保 険 料 等 運 用 益 

生 命 保 険 料 

そ の 他 保 険 引 受 収 益  

資 産 運 用 収 益  
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積 立 保 険 料 等 運 用 益

生 命 保 険 料

そ の 他 保 険 引 受 収 益  

資 産 運 用 収 益  

利 息 及 び 配 当 金 収 入

特 定 取 引 収 益

商 品 有 価 証 券 運 用 益

金 銭 の 信 託 運 用 益

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益

有 価 証 券 売 却 益

有 価 証 券 償 還 益

金 融 派 生 商 品 収 益

特 別 勘 定 資 産 運 用 益

そ の 他 運 用 収 益

積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  

保 険 引 受 費 用  

正 味 支 払 保 険 金

損 害 調 査 費  

諸 手 数 料 及 び 集 金 費  

満 期 返 戻 金  

契 約 者 配 当 金

生 命 保 険 金 等

支 払 備 金 繰 入 額

責 任 準 備 金 等 繰 入 額

そ の 他 保 険 引 受 費 用  

資 産 運 用 費 用  

特 定 取 引 費 用

商 品 有 価 証 券 運 用 損

金 銭 の 信 託 運 用 損

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損

有 価 証 券 売 却 損

有 価 証 券 評 価 損

有 価 証 券 償 還 損

金 融 派 生 商 品 費 用

特 別 勘 定 資 産 運 用 損

そ の 他 運 用 費 用

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費

そ の 他 経 常 費 用  

支 払 利 息  

利 息 及 び 配 当 金 収 入 

特 定 取 引 収 益 

商 品 有 価 証 券 運 用 益 

金 銭 の 信 託 運 用 益 

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 

有 価 証 券 売 却 益 

有 価 証 券 償 還 益 

金 融 派 生 商 品 収 益 

特 別 勘 定 資 産 運 用 益  

そ の 他 運 用 収 益  

積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  

保 険 引 受 費 用  

正 味 支 払 保 険 金 

損 害 調 査 費  

諸 手 数 料 及 び 集 金 費  

満 期 返 戻 金  

契 約 者 配 当 金 

生 命 保 険 金 等 

支 払 備 金 繰 入 額 

責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

そ の 他 保 険 引 受 費 用  

資 産 運 用 費 用  

特 定 取 引 費 用 

商 品 有 価 証 券 運 用 損 

金 銭 の 信 託 運 用 損 

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 

有 価 証 券 売 却 損 

有 価 証 券 評 価 損 

有 価 証 券 償 還 損 

金 融 派 生 商 品 費 用 

特 別 勘 定 資 産 運 用 損 

そ の 他 運 用 費 用 

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 

そ の 他 経 常 費 用  

支 払 利 息  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  

貸 倒 損 失  

そ の 他 の 経 常 費 用  

経常利益（又は経常損失）  



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第７号の３ 

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  

貸 倒 損 失  

そ の 他 の 経 常 費 用  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

固 定 資 産 処 分 益  

負 の の れ ん 発 生 益

保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益

そ の 他 特 別 利 益

特 別 損 失 

固 定 資 産 処 分 損  

減 損 損 失  

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額  

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額  

不 動 産 等 圧 縮 損  

そ の 他 特 別 損 失  

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計  

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益  

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）  

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）  

（記載上の注意） 

１ 生命保険株式会社にあっては上記の(１)により、損害保険株式会社にあっては上記の(２)に

より記載すること。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

(１) 連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている

会計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が連結

財務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) １株当たり当期純利益又は当期純損失の額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の

額（銭単位まで記載すること。） 

   (４) 以上のほか、保険会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要な事

     項 

３ 特定取引収益及び特定取引費用は、保険会社又はその子会社等が規則第 53条の６の２その他

法令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用について記載すること。なお、特定

特 別 利 益 

固 定 資 産 処 分 益  

負 の の れ ん 発 生 益  

保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益 

そ の 他 特 別 利 益 

特 別 損 失 

固 定 資 産 処 分 損  

減 損 損 失  

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額  

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額  

不 動 産 圧 縮 損  

そ の 他 特 別 損 失  

税金等調整前当期純利益（又は税金等調整前当期 

純損失） 

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計  

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益  

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）  

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）  

（記載上の注意） 

１ 生命保険株式会社にあっては、上記の(１)により、損害保険株式会社にあっては上記の(２)

により記載すること。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

(１) 連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている

会計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が連結

財務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) １株当たり当期純利益又は当期純損失の額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

の額（銭単位まで記載すること。） 

(４) 以上のほか、保険会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要な事

  項 

３ 特定取引収益及び特定取引費用は、保険会社又はその子会社等が規則第 53 条の６の２その

他法令の規定により設けた特定取引勘定に係る利益及び費用について記載すること。なお、特

定取引勘定設置会社分については商品有価証券運用益及び商品有価証券運用損への計数の記

載は行わない。 

４ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために必要が

あるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場
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取引勘定設置会社分については商品有価証券運用益及び商品有価証券運用損への計数の記載は

行わない。 

４ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために必要が

あるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設け、そ

の性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

５ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

(３) (保険株式会社及びその子会社等－連結包括利益計算書)       (単位：百万円) 

科     目 金               額 

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

 

そ の 他 の 包 括 利 益

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

為 替 換 算 調 整 勘 定

持 分 法 適 用 会 社 に 対 す る 持 分 相 当 額

 

包 括 利 益

親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益

少 数 株 主 に 係 る 包 括 利 益

 

（記載上の注意） 

１ 連結包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけるその他の包

括利益及びその内訳項目並びに包括利益及びその内訳項目の金額を注記すること。 

２ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の包括利益の状態を明らかにするために必

要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設け、

その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

４ その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内

訳項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加

減する方法で記載することができる。 

 

〔「連結損益計算書」及び「連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表示する場合〕

 

(４) (生命保険株式会社及びその子会社等－連結損益及び包括利益計算書)          

(単位：百万円) 

科     目 金               額 
経 常 収 益 

保 険 料 等 収 入  

資 産 運 用 収 益  

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入  

特 定 取 引 収 益  

商 品 有 価 証 券 運 用 益  

所に記載すること。 

５ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

(３) (生命保険相互会社及びその子会社等)               (単位：百万円) 

科     目 金               額 
経 常 収 益  

保 険 料 等 収 入  

資 産 運 用 収 益  

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入 

特 定 取 引 収 益 

商 品 有 価 証 券 運 用 益 

金 銭 の 信 託 運 用 益 

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 

有 価 証 券 売 却 益 

有 価 証 券 償 還 益 

金 融 派 生 商 品 収 益 

為 替 差 益 

そ の 他 運 用 収 益 

特 別 勘 定 資 産 運 用 益 

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  

保 険 金 等 支 払 金  

保 険 金 

年 金  

給 付 金  

解 約 返 戻 金  

そ の 他 返 戻 金  

責 任 準 備 金 等 繰 入 額  

支 払 備 金 繰 入 額 

責 任 準 備 金 繰 入 額 

社 員 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額 

資 産 運 用 費 用  

支 払 利 息 

特 定 取 引 費 用 

商 品 有 価 証 券 運 用 損 

金 銭 の 信 託 運 用 損 

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 

有 価 証 券 売 却 損 

有 価 証 券 評 価 損 

有 価 証 券 償 還 損 

金 融 派 生 商 品 費 用 
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金 銭 の 信 託 運 用 益  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益  

有 価 証 券 売 却 益  

有 価 証 券 償 還 益  

金 融 派 生 商 品 収 益  

為 替 差 益  

そ の 他 運 用 収 益  

特 別 勘 定 資 産 運 用 益  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用 

保 険 金 等 支 払 金

保 険 金  

年 金  

給 付 金  

解 約 返 戻 金  

そ の 他 返 戻 金  

責 任 準 備 金 等 繰 入 額  

支 払 備 金 繰 入 額  

責 任 準 備 金 繰 入 額  

契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額  

資 産 運 用 費 用  

支 払 利 息  

特 定 取 引 費 用  

商 品 有 価 証 券 運 用 損  

金 銭 の 信 託 運 用 損  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損  

有 価 証 券 売 却 損  

有 価 証 券 評 価 損  

有 価 証 券 償 還 損  

金 融 派 生 商 品 費 用  

為 替 差 損  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  

貸 付 金 償 却  

賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費

そ の 他 運 用 費 用  

特 別 勘 定 資 産 運 用 損  

事 業 費

そ の 他 経 常 費 用  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

固 定 資 産 等 処 分 益  

為 替 差 損 

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 

貸 付 金 償 却 

賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費 

そ の 他 運 用 費 用 

特 別 勘 定 資 産 運 用 損 

事 業 費  

そ の 他 経 常 費 用  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

固 定 資 産 等 処 分 益 

負 の の れ ん 発 生 益 

保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益 

そ の 他 特 別 利 益 

特 別 損 失 

固 定 資 産 等 処 分 損  

減 損 損 失  

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額  

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額  

不 動 産 圧 縮 損 

そ の 他 特 別 損 失 

 

税 金 等 調 整 前 当 期 純 剰 余 （ 又 は 税 金 等 

調整前当期純損失） 

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計  

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 剰 余  

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）  

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）  

 

(４) (損害保険相互会社及びその子会社等)               (単位：百万円) 

科     目 金               額 
経 常 収 益  

保 険 引 受 収 益  

正 味 収 入 保 険 料 

収 入 積 立 保 険 料 

積 立 保 険 料 等 運 用 益 

生 命 保 険 料 

そ の 他 保 険 引 受 収 益  

資 産 運 用 収 益  
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負 の の れ ん 発 生 益  

保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益  

そ の 他 特 別 利 益  

特 別 損 失  

固 定 資 産 等 処 分 損  

減 損 損 失  

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額  

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額  

不 動 産 圧 縮 損  

そ の 他 特 別 損 失  

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

為 替 換 算 調 整 勘 定

持 分 法 適 用 会 社 に 対 す る 持 分 相 当 額

 

包 括 利 益

親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益

少 数 株 主 に 係 る 包 括 利 益

 

(５) (損害保険株式会社及びその子会社等－連結損益及び包括利益計算書)          

(単位：百万円) 

科     目 金               額 
経 常 収 益 

保 険 引 受 収 益  

正 味 収 入 保 険 料  

収 入 積 立 保 険 料  

積 立 保 険 料 等 運 用 益  

生 命 保 険 料  

利 息 及 び 配 当 金 収 入 

特 定 取 引 収 益 

商 品 有 価 証 券 運 用 益 

金 銭 の 信 託 運 用 益 

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 

有 価 証 券 売 却 益 

有 価 証 券 償 還 益 

金 融 派 生 商 品 収 益 

特 別 勘 定 資 産 運 用 益  

そ の 他 運 用 収 益  

積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替  

そ の 他 経 常 収 益  

社 員 配 当 準 備 金 戻 入 額  

そ の 他 の 経 常 収 益  

経 常 費 用  

保 険 引 受 費 用  

正 味 支 払 保 険 金 

損 害 調 査 費  

諸 手 数 料 及 び 集 金 費  

満 期 返 戻 金  

契 約 者 配 当 金 

生 命 保 険 金 等 

支 払 備 金 繰 入 額 

責 任 準 備 金 等 繰 入 額 

そ の 他 保 険 引 受 費 用  

資 産 運 用 費 用  

特 定 取 引 費 用 

商 品 有 価 証 券 運 用 損 

金 銭 の 信 託 運 用 損 

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 

有 価 証 券 売 却 損 

有 価 証 券 評 価 損 

有 価 証 券 償 還 損 

金 融 派 生 商 品 費 用 

特 別 勘 定 資 産 運 用 損 

そ の 他 運 用 費 用 

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 

そ の 他 経 常 費 用  

支 払 利 息  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  

貸 倒 損 失  
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そ の 他 保 険 引 受 収 益  

資 産 運 用 収 益  

利 息 及 び 配 当 金 収 入  

特 定 取 引 収 益  

商 品 有 価 証 券 運 用 益  

金 銭 の 信 託 運 用 益  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益  

有 価 証 券 売 却 益  

有 価 証 券 償 還 益  

金 融 派 生 商 品 収 益  

特 別 勘 定 資 産 運 用 益  

そ の 他 運 用 収 益  

積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用 

保 険 引 受 費 用

正 味 支 払 保 険 金  

損 害 調 査 費  

諸 手 数 料 及 び 集 金 費  

満 期 返 戻 金  

契 約 者 配 当 金  

生 命 保 険 金 等  

支 払 備 金 繰 入 額  

責 任 準 備 金 等 繰 入 額  

そ の 他 保 険 引 受 費 用  

資 産 運 用 費 用  

特 定 取 引 費 用  

商 品 有 価 証 券 運 用 損  

金 銭 の 信 託 運 用 損  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損  

有 価 証 券 売 却 損  

有 価 証 券 評 価 損  

有 価 証 券 償 還 損  

金 融 派 生 商 品 費 用  

特 別 勘 定 資 産 運 用 損  

そ の 他 運 用 費 用  

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費

そ の 他 経 常 費 用

支 払 利 息

 

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

貸 倒 損 失

 

社 員 配 当 金  

そ の 他 の 経 常 費 用  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

固 定 資 産 等 処 分 益  

負 の の れ ん 発 生 益 

保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益 

そ の 他 特 別 利 益 

特 別 損 失 

固 定 資 産 等 処 分 損  

減 損 損 失  

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額  

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額  

不 動 産 圧 縮 損  

そ の 他 特 別 損 失  

税金等調整前当期純剰余（又は税金等調整前当期 

純損失） 

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計  

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 剰 余  

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）  

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）  

（記載上の注意） 

１ 生命保険相互会社にあっては上記の(３)により、損害保険相互会社にあっては上記の(４)に

より記載すること。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

(１) 連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている

会計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が連結

財務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) 以上のほか、保険会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要な事

項 

３ 特定取引収益及び特定取引費用は、保険会社又はその子会社等が規則第 53 条の６の２その

他法令の規定により設けた特定取引勘定に係る利益及び費用について記載すること。なお、特

定取引勘定設置会社分については商品有価証券運用益及び商品有価証券運用損への計数の記

載は行わない。 

４ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために必要が



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第７号の３ 

そ の 他 の 経 常 費 用  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

固 定 資 産 処 分 益  

負 の の れ ん 発 生 益  

保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益  

そ の 他 特 別 利 益  

特 別 損 失  

固 定 資 産 処 分 損  

減 損 損 失  

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額  

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額  

不 動 産 等 圧 縮 損  

そ の 他 特 別 損 失  

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

為 替 換 算 調 整 勘 定

持 分 法 適 用 会 社 に 対 す る 持 分 相 当 額

 

包 括 利 益

親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益

少 数 株 主 に 係 る 包 括 利 益

（記載上の注意） 

１ 生命保険株式会社にあっては上記の(４)により、損害保険株式会社にあっては上記の(５)に

より記載すること。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

(１) 連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている

会計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

あるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場

所に記載すること。 

５ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 
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① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が連結

財務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) １株当たり当期純利益又は当期純損失の額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の

額（銭単位まで記載すること。） 

(４) 以上のほか、保険会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要な事

  項 

  ３ 特定取引収益及び特定取引費用は、保険会社又はその子会社等が規則第 53 条の６の２その他

法令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用について記載すること。なお、特定

取引勘定設置会社分については商品有価証券運用益及び商品有価証券運用損への計数の記載は

行わない。 

  ４ 連結損益及び包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけるそ

の他の包括利益及びその内訳項目並びに包括利益及びその内訳項目の金額を注記すること。 

５ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の損益若しくは包括利益の状態を明らかに

するために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外

の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

６ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

７ その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内

訳項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加

減する方法で記載することができる。 

 

(６) (生命保険相互会社及びその子会社等－連結損益計算書)       (単位：百万円) 

科     目 金               額 
経 常 収 益  

保 険 料 等 収 入  

資 産 運 用 収 益  

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入

特 定 取 引 収 益

商 品 有 価 証 券 運 用 益

金 銭 の 信 託 運 用 益

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益

有 価 証 券 売 却 益

有 価 証 券 償 還 益

金 融 派 生 商 品 収 益

為 替 差 益

そ の 他 運 用 収 益

特 別 勘 定 資 産 運 用 益

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  

保 険 金 等 支 払 金  

保 険 金
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年 金  

給 付 金  

解 約 返 戻 金  

そ の 他 返 戻 金  

責 任 準 備 金 等 繰 入 額  

支 払 備 金 繰 入 額

責 任 準 備 金 繰 入 額

社 員 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額

資 産 運 用 費 用  

支 払 利 息

特 定 取 引 費 用

商 品 有 価 証 券 運 用 損

金 銭 の 信 託 運 用 損

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損

有 価 証 券 売 却 損

有 価 証 券 評 価 損

有 価 証 券 償 還 損

金 融 派 生 商 品 費 用

為 替 差 損

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

貸 付 金 償 却

賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費

そ の 他 運 用 費 用

特 別 勘 定 資 産 運 用 損

事 業 費  

そ の 他 経 常 費 用  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

固 定 資 産 等 処 分 益

負 の の れ ん 発 生 益

保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益

そ の 他 特 別 利 益

特 別 損 失 

固 定 資 産 等 処 分 損  

減 損 損 失  

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額  

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額  

不 動 産 圧 縮 損  

そ の 他 特 別 損 失  

税 金 等 調 整 前 当 期 純 剰 余

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 ）
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法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計  

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 剰 余  

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）  

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）  

 

(７) (損害保険相互会社及びその子会社等－連結損益計算書)       (単位：百万円) 

科     目 金               額 
経 常 収 益  

保 険 引 受 収 益  

正 味 収 入 保 険 料

収 入 積 立 保 険 料

積 立 保 険 料 等 運 用 益

生 命 保 険 料

そ の 他 保 険 引 受 収 益  

資 産 運 用 収 益  

利 息 及 び 配 当 金 収 入

特 定 取 引 収 益

商 品 有 価 証 券 運 用 益

金 銭 の 信 託 運 用 益

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益

有 価 証 券 売 却 益

有 価 証 券 償 還 益

金 融 派 生 商 品 収 益

特 別 勘 定 資 産 運 用 益  

そ の 他 運 用 収 益  

積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替  

そ の 他 経 常 収 益  

社 員 配 当 準 備 金 戻 入 額  

そ の 他 の 経 常 収 益  

経 常 費 用  

保 険 引 受 費 用  

正 味 支 払 保 険 金

損 害 調 査 費  

諸 手 数 料 及 び 集 金 費  

満 期 返 戻 金  

契 約 者 配 当 金

生 命 保 険 金 等

支 払 備 金 繰 入 額
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責 任 準 備 金 等 繰 入 額

そ の 他 保 険 引 受 費 用  

資 産 運 用 費 用  

特 定 取 引 費 用

商 品 有 価 証 券 運 用 損

金 銭 の 信 託 運 用 損

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損

有 価 証 券 売 却 損

有 価 証 券 評 価 損

有 価 証 券 償 還 損

金 融 派 生 商 品 費 用

特 別 勘 定 資 産 運 用 損

そ の 他 運 用 費 用

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費

そ の 他 経 常 費 用  

支 払 利 息  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  

貸 倒 損 失  

社 員 配 当 金  

そ の 他 の 経 常 費 用  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

固 定 資 産 処 分 益  

負 の の れ ん 発 生 益

保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益

そ の 他 特 別 利 益

特 別 損 失 

固 定 資 産 処 分 損  

減 損 損 失  

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額  

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額  

不 動 産 等 圧 縮 損  

そ の 他 特 別 損 失  

税 金 等 調 整 前 当 期 純 剰 余

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計  

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 剰 余  

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）  

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  
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当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）  

（記載上の注意） 

１ 生命保険相互会社にあっては上記の（６）により、損害保険相互会社にあっては上記の（７）

により記載すること。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

(１) 連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている

会計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が連結

財務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) 以上のほか、保険会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要な事

     項 

３ 特定取引収益及び特定取引費用は、保険会社又はその子会社等が規則第 53条の６の２その他

法令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用について記載すること。なお、特定

取引勘定設置会社分については商品有価証券運用益及び商品有価証券運用損への計数の記載は

行わない。 

４ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために必要が

あるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設け、そ

の性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

５ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

(８) (保険相互会社及びその子会社等－連結包括利益計算書)        (単位：百万円) 

科     目 金               額 

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 剰 余

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

 

そ の 他 の 包 括 利 益

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

為 替 換 算 調 整 勘 定

持 分 法 適 用 会 社 に 対 す る 持 分 相 当 額

 

包 括 利 益

親 会 社 に 係 る 包 括 利 益

少 数 株 主 に 係 る 包 括 利 益

 

（記載上の注意） 

１ 連結包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけるその他の包

括利益及びその内訳項目並びに包括利益及びその内訳項目の金額を注記すること。 

２ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の包括利益の状態を明らかにするために必

要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設け、

その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 
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４ その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内

訳項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加

減する方法で記載することができる。 

 

〔「連結損益計算書」及び「連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表示する場合〕

 

(９) (生命保険相互会社及びその子会社等－連結損益及び包括利益計算書)           

(単位：百万円) 

科     目 金               額 
経 常 収 益 

保 険 料 等 収 入  

資 産 運 用 収 益  

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入  

特 定 取 引 収 益  

商 品 有 価 証 券 運 用 益  

金 銭 の 信 託 運 用 益  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益  

有 価 証 券 売 却 益  

有 価 証 券 償 還 益  

金 融 派 生 商 品 収 益  

為 替 差 益  

そ の 他 運 用 収 益  

特 別 勘 定 資 産 運 用 益  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用 

保 険 金 等 支 払 金

保 険 金  

年 金  

給 付 金  

解 約 返 戻 金  

そ の 他 返 戻 金  

責 任 準 備 金 等 繰 入 額  

支 払 備 金 繰 入 額  

責 任 準 備 金 繰 入 額  

社 員 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額  

資 産 運 用 費 用  

支 払 利 息  

特 定 取 引 費 用  

商 品 有 価 証 券 運 用 損  

金 銭 の 信 託 運 用 損  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損  
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有 価 証 券 売 却 損  

有 価 証 券 評 価 損  

有 価 証 券 償 還 損  

金 融 派 生 商 品 費 用  

為 替 差 損  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  

貸 付 金 償 却  

賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費

そ の 他 運 用 費 用  

特 別 勘 定 資 産 運 用 損  

事 業 費

そ の 他 経 常 費 用  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

固 定 資 産 等 処 分 益  

負 の の れ ん 発 生 益  

保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益  

そ の 他 特 別 利 益  

特 別 損 失  

固 定 資 産 等 処 分 損  

減 損 損 失  

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額  

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額  

不 動 産 圧 縮 損  

そ の 他 特 別 損 失  

税 金 等 調 整 前 当 期 純 剰 余

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 剰 余

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

為 替 換 算 調 整 勘 定

持 分 法 適 用 会 社 に 対 す る 持 分 相 当 額

 

包 括 利 益
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親 会 社 に 係 る 包 括 利 益

少 数 株 主 に 係 る 包 括 利 益

 

(10) (損害保険相互会社及びその子会社等－連結損益及び包括利益計算書)           

(単位：百万円) 

科     目 金               額 
経 常 収 益 

保 険 引 受 収 益  

正 味 収 入 保 険 料  

収 入 積 立 保 険 料  

積 立 保 険 料 等 運 用 益  

生 命 保 険 料  

そ の 他 保 険 引 受 収 益  

資 産 運 用 収 益  

利 息 及 び 配 当 金 収 入  

特 定 取 引 収 益  

商 品 有 価 証 券 運 用 益  

金 銭 の 信 託 運 用 益  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益  

有 価 証 券 売 却 益  

有 価 証 券 償 還 益  

金 融 派 生 商 品 収 益  

特 別 勘 定 資 産 運 用 益  

そ の 他 運 用 収 益  

積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替  

そ の 他 経 常 収 益  

社 員 配 当 準 備 金 戻 入 額  

そ の 他 の 経 常 収 益  

経 常 費 用 

保 険 引 受 費 用

正 味 支 払 保 険 金  

損 害 調 査 費  

諸 手 数 料 及 び 集 金 費  

満 期 返 戻 金  

契 約 者 配 当 金  

生 命 保 険 金 等  

支 払 備 金 繰 入 額  

責 任 準 備 金 等 繰 入 額  

そ の 他 保 険 引 受 費 用  

資 産 運 用 費 用  

特 定 取 引 費 用  
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商 品 有 価 証 券 運 用 損  

金 銭 の 信 託 運 用 損  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損  

有 価 証 券 売 却 損  

有 価 証 券 評 価 損  

有 価 証 券 償 還 損  

金 融 派 生 商 品 費 用  

特 別 勘 定 資 産 運 用 損  

そ の 他 運 用 費 用  

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費

そ の 他 経 常 費 用

  支 払 利 息

  貸 倒 引 当 金 繰 入 額

  貸 倒 損 失

  社 員 配 当 金

  そ の 他 の 経 常 費 用

 

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

固 定 資 産 処 分 益  

負 の の れ ん 発 生 益  

保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益  

そ の 他 特 別 利 益  

特 別 損 失  

固 定 資 産 処 分 損  

減 損 損 失  

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額  

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額  

不 動 産 等 圧 縮 損  

そ の 他 特 別 損 失  

税 金 等 調 整 前 当 期 純 剰 余

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 剰 余

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

当 期 純 剰 余 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）  

そ の 他 の 包 括 利 益

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  
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繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

為 替 換 算 調 整 勘 定

持 分 法 適 用 会 社 に 対 す る 持 分 相 当 額

 

包 括 利 益

親 会 社 に 係 る 包 括 利 益

少 数 株 主 に 係 る 包 括 利 益

（記載上の注意） 

１ 生命保険相互会社にあっては上記の(９)により、損害保険相互会社にあっては上記の(10)に

より記載すること。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

(１) 連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている

会計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が連結

財務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) 以上のほか、保険会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要な事

     項 

３ 特定取引収益及び特定取引費用は、保険会社又はその子会社等が規則第 53条の６の２その他

法令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用について記載すること。なお、特定

取引勘定設置会社分については商品有価証券運用益及び商品有価証券運用損への計数の記載は

行わない。 

４ 連結損益及び包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけるそ

の他の包括利益及びその内訳項目並びに包括利益及びその内訳項目の金額を注記すること。 

５ 法令等に基づき、又は保険会社及びその子会社等の損益若しくは包括利益の状態を明らかに

するために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外

の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

６ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

７ その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内

訳項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加

減する方法で記載することができる。 

 

４（略） 

 

５ 連結株主資本等変動計算書 

年度（ 年  月  日から 

年  月  日まで ）連結株主資本等変動計算書

      （単位：百万円）

科            目 金          額 

  （略）           (略)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４（略） 

 

５ 連結株主資本等変動計算書 

年度（ 年  月  日から

年  月  日まで ）連結株主資本等変動計算書

            （単位：百万円）  

科            目 金          額 

  （略）           (略)
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  当期末残高 ×××

その他の包括利益累計額 

 その他有価証券評価差額金 

  （略）           (略)

  当期末残高 ×××

 その他の包括利益累計額合計 

  前期末残高 ×××

  （略）           (略)

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４ その他の包括利益累計額は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前連結会計年度末残高、連結

会計年度中の変動額及び連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、

科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

５ その他の包括利益累計額及び純資産の各合計欄の記載は、省略することができる。 

６ （略） 

 

６ 連結基金等変動計算書 

   年度（ 年  月  日から 

年  月  日まで ）連結基金等変動計算書 

 （単位：百万円）

科            目 金          額 

  （略）           (略)

  当期末残高 ×××

その他の包括利益累計額 
 その他有価証券評価差額金 
  （略）           (略)

  当期末残高 ×××

 その他の包括利益累計額合計 
  前期末残高 ×××

  （略）           (略)

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４ その他の包括利益累計額は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前連結会計年度末残高、連結

会計年度中の変動額及び連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、

科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

５ その他の包括利益累計額及び純資産の各合計欄の記載は、省略することができる。 

 

 

  当期末残高 ×××

評価・換算差額等 
 その他有価証券評価差額金 
  （略）           (略)

  当期末残高 ×××

 評価・換算差額等合計 
  前期末残高 ×××

  （略）           (略)

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４ 評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前連結会計年度末残高、連結会計年

度中の変動額及び連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ご

とのそれぞれの金額を注記すること。 

５ 評価・換算差額等及び純資産の各合計欄の記載は、省略することができる。 

６ （略） 

 

６ 連結基金等変動計算書 

   年度（ 年  月  日から

年  月  日まで）連結基金等変動計算書 

 （単位：百万円）

科            目 金          額 

  （略）            (略)

  当期末残高  ×××

評価・換算差額等  
 その他有価証券評価差額金 
  （略）            (略)

  当期末残高  ×××

 評価・換算差額等合計  
  前期末残高  ×××

  （略）            (略)

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４ 評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前連結会計年度末残高、連結会計年

度中の変動額及び連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ご

とのそれぞれの金額を注記すること。 

５ 評価・換算差額等及び純資産の各合計欄の記載は、省略することができる。 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 1４号 

 

改正案 現行 

別紙様式第 14 号（第 210 条の 10関係）                          （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

目        次 

第１ （略） 

第２  中間連結財務諸表 

１・２ （略） 

３ 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 

４・５ （略） 

（記載上の注意） 
１・２ （略） 
３ この様式中、「第２の２ 中間連結貸借対照表」、「第２の３ 中間連結損益計算書及び中間連

結包括利益計算書」、「第２の４ 中間連結キャッシュ・フロー計算書」、及び「第２の５ 中間

連結株主資本等変動計算書」に注記すべき事項は、「第２の５ 中間連結株主資本等変動計算書」

の次に一括して記載することができる。 

４ 上場会社等（金融商品取引法第 24 条の４の７第１項の規定により四半期報告書（同項に規定

する四半期報告書をいう。以下この４において同じ。）を提出しなければならない会社（同条第

２項の規定により四半期報告書を提出する会社を含む。）をいう。）である保険持株会社にあっ

ては、この様式中、「第２の２ 中間連結貸借対照表」、「第２の３ 中間連結損益計算書及び中

間連結包括利益計算書」、「第２の４ 中間連結キャッシュ・フロー計算書」、「第２の５ 中間

連結株主資本等変動計算書」については、一般公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成

基準に準じて作成すること。  

 

（略） 

 

第２ 中間連結財務諸表 
１ （略） 

２ 中間連結貸借対照表 

  年度中（     年    月    日現在）中間連結貸借対照表 

  (１) (生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等) 

(単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

  為 替 換 算 調 整 勘 定  

  その他の包括利益累計額合計  

  新 株 予 約 権  

（略）  （略）  

 

(２) (損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等) 

(単位：百万円) 

別紙様式第 14 号（第 210 条の 10関係）                          （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

目        次 

第１ （略） 

第２  中間連結財務諸表 

１・２ （略） 

３ 中間連結損益計算書 

４・５ （略） 

（記載上の注意） 
１・２ （略） 
３ この様式中、「第２の２ 中間連結貸借対照表」、「第２の３ 中間連結損益計算書」、「第２

の４ 中間連結キャッシュ・フロー計算書」、及び「第２の５ 中間連結株主資本等変動計算

書」に注記すべき事項は、「第２の５ 中間連結株主資本等変動計算書」の次に一括して記載

することができる。 

４ 上場会社等（金融商品取引法第 24 条の４の７第１項の規定により四半期報告書（同項に規

定する四半期報告書をいう。以下この４において同じ。）を提出しなければならない会社（同

条第２項の規定により四半期報告書を提出する会社を含む。）をいう。）である保険持株会社に

あっては、この様式中、「第２の２ 中間連結貸借対照表」、「第２の３ 中間連結損益計算書」、

「第２の４ 中間連結キャッシュ・フロー計算書」、「第２の５ 中間連結株主資本等変動計算

書」については、一般公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準じて作成するこ

と。 

  
                    （略） 

 

第２ 中間連結財務諸表 
１ （略） 

２ 中間連結貸借対照表 

  年度中 （     年    月    日現在）中間連結貸借対照表 

  (１) (生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等) 

(単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

  為 替 換 算 調 整 勘 定  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計  

  新 株 予 約 権  

（略）  （略）  

 

(２) (損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等) 

(単位：百万円) 
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科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

  為 替 換 算 調 整 勘 定  

  その他の包括利益累計額合計  

  新 株 予 約 権  

（略）  （略）  

（略） 

 

３ 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 

 

年度中 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 

 

（記載上の注意） 

「中間連結損益計算書」及び「中間連結包括利益計算書」は、両計算書を構成する項目を単一の

計算書に表示する方法により、「中間連結損益及び包括利益計算書」として記載することができる。

 

(１) (生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等－中間連結損益計算書) 

(単位：百万円) 

科     目 金               額 
経 常 収 益 

保 険 料 等 収 入  

資 産 運 用 収 益  

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入  

特 定 取 引 収 益  

商 品 有 価 証 券 運 用 益  

金 銭 の 信 託 運 用 益  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益  

有 価 証 券 売 却 益  

有 価 証 券 償 還 益  

金 融 派 生 商 品 収 益  

為 替 差 益  

そ の 他 運 用 収 益  

特 別 勘 定 資 産 運 用 益  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用 

保 険 金 等 支 払 金

保 険 金  

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

  為 替 換 算 調 整 勘 定  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計  

  新 株 予 約 権  

（略）  （略）  

（略） 

 
３ 中間連結損益計算書 
 

年度中 （ 年  月  日から

年  月  日まで ）中間連結損益計算書 

 

(１) (生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等) 

(単位：百万円) 

科     目 金               額 
経 常 収 益 

保 険 料 等 収 入  

資 産 運 用 収 益  

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入  

特 定 取 引 収 益  

商 品 有 価 証 券 運 用 益  

金 銭 の 信 託 運 用 益  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益  

有 価 証 券 売 却 益  

有 価 証 券 償 還 益  

金 融 派 生 商 品 収 益  

為 替 差 益  

そ の 他 運 用 収 益  

特 別 勘 定 資 産 運 用 益  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用 

保 険 金 等 支 払 金  

保 険 金  

年 金  

給 付 金  

解 約 返 戻 金  

そ の 他 返 戻 金  

責 任 準 備 金 等 繰 入 額  
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年 金  

給 付 金  

解 約 返 戻 金  

そ の 他 返 戻 金  

責 任 準 備 金 等 繰 入 額  

支 払 備 金 繰 入 額  

責 任 準 備 金 繰 入 額  

契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額  

資 産 運 用 費 用  

支 払 利 息  

特 定 取 引 費 用  

商 品 有 価 証 券 運 用 損  

金 銭 の 信 託 運 用 損  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損  

有 価 証 券 売 却 損  

有 価 証 券 評 価 損  

有 価 証 券 償 還 損  

金 融 派 生 商 品 費 用  

為 替 差 損  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  

貸 付 金 償 却  

賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費

そ の 他 運 用 費 用  

特 別 勘 定 資 産 運 用 損  

事 業 費

そ の 他 経 常 費 用  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

固 定 資 産 等 処 分 益  

負 の の れ ん 発 生 益  

保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益  

そ の 他 特 別 利 益  

特 別 損 失  

固 定 資 産 等 処 分 損  

減 損 損 失  

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額  

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額  

不 動 産 圧 縮 損  

そ の 他 特 別 損 失  

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額

支 払 備 金 繰 入 額  

責 任 準 備 金 繰 入 額  

契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額  

資 産 運 用 費 用  

支 払 利 息  

特 定 取 引 費 用  

商 品 有 価 証 券 運 用 損  

金 銭 の 信 託 運 用 損  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損  

有 価 証 券 売 却 損  

有 価 証 券 評 価 損  

有 価 証 券 償 還 損  

金 融 派 生 商 品 費 用  

為 替 差 損  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  

貸 付 金 償 却  

賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費

そ の 他 運 用 費 用  

特 別 勘 定 資 産 運 用 損  

事 業 費  

そ の 他 経 常 費 用  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

固 定 資 産 等 処 分 益  

負 の の れ ん 発 生 益  

保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益  

そ の 他 特 別 利 益  

特 別 損 失  

固 定 資 産 等 処 分 損  

減 損 損 失  

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額  

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額  

不 動 産 圧 縮 損  

そ の 他 特 別 損 失  

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額

税金等調整前中間純利益（又は税金等調整前中間

純損失） 

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計
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税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

 

(２) (損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等－中間連結損益計算書) 

(単位：百万円) 

科     目 金               額 
経 常 収 益 

保 険 引 受 収 益  

正 味 収 入 保 険 料  

収 入 積 立 保 険 料  

積 立 保 険 料 等 運 用 益  

生 命 保 険 料  

そ の 他 保 険 引 受 収 益  

資 産 運 用 収 益  

利 息 及 び 配 当 金 収 入  

特 定 取 引 収 益  

商 品 有 価 証 券 運 用 益  

金 銭 の 信 託 運 用 益  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益  

有 価 証 券 売 却 益  

有 価 証 券 償 還 益  

金 融 派 生 商 品 収 益  

特 別 勘 定 資 産 運 用 益  

そ の 他 運 用 収 益  

積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用 

保 険 引 受 費 用  

正 味 支 払 保 険 金  

損 害 調 査 費  

諸 手 数 料 及 び 集 金 費  

満 期 返 戻 金  

契 約 者 配 当 金  

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

 

(２) (損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等) 

(単位：百万円) 

科     目 金               額 
経 常 収 益 

保 険 引 受 収 益  

正 味 収 入 保 険 料  

収 入 積 立 保 険 料  

積 立 保 険 料 等 運 用 益  

生 命 保 険 料  

そ の 他 保 険 引 受 収 益  

資 産 運 用 収 益  

利 息 及 び 配 当 金 収 入  

特 定 取 引 収 益  

商 品 有 価 証 券 運 用 益  

金 銭 の 信 託 運 用 益  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益  

有 価 証 券 売 却 益  

有 価 証 券 償 還 益  

金 融 派 生 商 品 収 益  

特 別 勘 定 資 産 運 用 益  

そ の 他 運 用 収 益  

積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用 

保 険 引 受 費 用  

正 味 支 払 保 険 金  

損 害 調 査 費  

諸 手 数 料 及 び 集 金 費  

満 期 返 戻 金  

契 約 者 配 当 金  

生 命 保 険 金 等  

支 払 備 金 繰 入 額  

責 任 準 備 金 等 繰 入 額  

そ の 他 保 険 引 受 費 用  

資 産 運 用 費 用  



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 1４号 

改正案 現行 

生 命 保 険 金 等  

支 払 備 金 繰 入 額  

責 任 準 備 金 等 繰 入 額  

そ の 他 保 険 引 受 費 用  

資 産 運 用 費 用  

特 定 取 引 費 用  

商 品 有 価 証 券 運 用 損  

金 銭 の 信 託 運 用 損  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損  

有 価 証 券 売 却 損  

有 価 証 券 評 価 損  

有 価 証 券 償 還 損  

金 融 派 生 商 品 費 用  

特 別 勘 定 資 産 運 用 損  

そ の 他 運 用 費 用  

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費  

そ の 他 経 常 費 用  

支 払 利 息  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  

貸 倒 損 失  

そ の 他 の 経 常 費 用  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

固 定 資 産 処 分 益  

負 の の れ ん 発 生 益  

保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益  

そ の 他 特 別 利 益  

特 別 損 失  

固 定 資 産 処 分 損  

減 損 損 失  

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額  

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額  

不 動 産 等 圧 縮 損  

そ の 他 特 別 損 失  

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計

特 定 取 引 費 用  

商 品 有 価 証 券 運 用 損  

金 銭 の 信 託 運 用 損  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損  

有 価 証 券 売 却 損  

有 価 証 券 評 価 損  

有 価 証 券 償 還 損  

金 融 派 生 商 品 費 用  

特 別 勘 定 資 産 運 用 損  

そ の 他 運 用 費 用  

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費  

そ の 他 経 常 費 用  

支 払 利 息  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  

貸 倒 損 失  

そ の 他 の 経 常 費 用  

経 常 利 益 （ 又 は 経 常 損 失 ）  

特 別 利 益 

固 定 資 産 処 分 益  

負 の の れ ん 発 生 益  

保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益  

そ の 他 特 別 利 益  

特 別 損 失  

固 定 資 産 処 分 損  

減 損 損 失  

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額  

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額  

不 動 産 圧 縮 損  

そ の 他 特 別 損 失  

税金等調整前中間純利益（又は税金等調整前中間

純損失） 

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

 (記載上の注意) 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 1４号 

改正案 現行 

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

（記載上の注意） 

１ 保険持株会社及びその子会社等の主たる事業が生命保険業である場合には上記の(１)によ

り、損害保険業である場合には上記の(２)により、保険業以外の事業である場合には、当該事

業を営む会社の中間連結財務諸表について適用される法令等に定める分類に準じて記載するこ

と。この場合においては、当該法令等を注記すること。ただし、保険業に係る収益及び費用の

状態を明らかにするために必要な科目については、適切な場所に記載すること。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。

(１) 中間連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされて

いる会計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したとき（当中間連結会計期間の直前の連結会計年度

に係る連結財務諸表作成に当たり会計処理の原則又は手続について変更が行われてお

り、当中間連結会計期間の直前の中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表作成上の会

計処理の原則又は手続との間に相違がみられるときを含む。）は、その旨、変更の理由及

び当該変更が中間連結財務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) １株当たり中間純利益又は中間純損失の額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益の

額（銭単位まで記載すること。） 

(４) 以上のほか、保険持株会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要

な事項 

  ３ 特定取引収益及び特定取引費用は、子会社等が規則第 53 条の６の２その他法令の規定により

設けた特定取引勘定に係る収益及び費用について記載すること。なお、特定取引勘定設置会社

分については商品有価証券運用益及び商品有価証券運用損への計数の記載は行わない。 

４ 法令等に基づき、又は保険持株会社及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために必

要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設け、

その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

５ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

(３) (保険持株会社及びその子会社等－中間連結包括利益計算書)    (単位：百万円) 

科     目 金               額 

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

為 替 換 算 調 整 勘 定  

１ 保険持株会社及びその子会社等の主たる事業が生命保険業である場合には上記の(１)によ

り、損害保険業である場合には上記の(２)により、保険業以外の事業である場合には、当該事

業を営む会社の中間連結財務諸表について適用される法令等に定める分類に準じて記載する

こと。この場合においては、当該法令等を注記すること。ただし、保険業に係る収益及び費用

の状態を明らかにするために必要な科目については、適切な場所に記載すること。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。

(１) 中間連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされて

いる会計方針はこの限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したとき（当中間連結会計期間の直前の連結会計年度

に係る連結財務諸表作成に当たり会計処理の原則又は手続について変更が行われてお

り、当中間連結会計期間の直前の中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表作成上の会

計処理の原則又は手続との間に相違がみられるときを含む。）は、その旨、変更の理由

及び当該変更が中間連結財務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３） １株当たり中間純利益又は中間純損失の額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益

の額（銭単位まで記載すること。） 

(４) 以上のほか、保険持株会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要

な事項 

  ３ 特定取引収益及び特定取引費用は、子会社等が規則第 53 条の６の２その他法令の規定によ

り設けた特定取引勘定に係る収益及び費用について記載すること。なお、特定取引勘定設置会

社分については商品有価証券運用益及び商品有価証券運用損への計数の記載は行わない。 

４ 法令等に基づき、又は保険持株会社及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために必

要があるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切

な場所に記載すること。 

５ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 1４号 

改正案 現行 

持 分 法 適 用 会 社 に 対 す る 持 分 相 当 額

中 間 包 括 利 益

親 会 社 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

少 数 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

（記載上の注意） 

１ 中間連結包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけるその他

の包括利益及びその内訳項目並びに中間包括利益及びその内訳項目の金額を注記すること。 

２ 法令等に基づき、又は保険持株会社及びその子会社等の包括利益の状態を明らかにするため

に必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を

設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

４ その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内

訳項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加

減する方法で記載することができる。 

 

〔「中間連結損益計算書」及び「中間連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表示

する場合〕 

 

(４) (生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等 

－中間連結損益及び包括利益計算書)               (単位：百万円) 

科     目 金               額 
経 常 収 益 

保 険 料 等 収 入  

資 産 運 用 収 益  

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入  

特 定 取 引 収 益  

商 品 有 価 証 券 運 用 益  

金 銭 の 信 託 運 用 益  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益  

有 価 証 券 売 却 益  

有 価 証 券 償 還 益  

金 融 派 生 商 品 収 益  

為 替 差 益  

そ の 他 運 用 収 益  

特 別 勘 定 資 産 運 用 益  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用 

保 険 金 等 支 払 金

保 険 金  

年 金  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 1４号 

改正案 現行 

給 付 金  

解 約 返 戻 金  

そ の 他 返 戻 金  

責 任 準 備 金 等 繰 入 額  

支 払 備 金 繰 入 額  

責 任 準 備 金 繰 入 額  

契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額  

資 産 運 用 費 用  

支 払 利 息  

特 定 取 引 費 用  

商 品 有 価 証 券 運 用 損  

金 銭 の 信 託 運 用 損  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損  

有 価 証 券 売 却 損  

有 価 証 券 評 価 損  

有 価 証 券 償 還 損  

金 融 派 生 商 品 費 用  

為 替 差 損  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  

貸 付 金 償 却  

賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費

そ の 他 運 用 費 用  

特 別 勘 定 資 産 運 用 損  

事 業 費

そ の 他 経 常 費 用  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

固 定 資 産 等 処 分 益  

負 の の れ ん 発 生 益  

保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益  

そ の 他 特 別 利 益  

特 別 損 失  

固 定 資 産 等 処 分 損  

減 損 損 失  

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額  

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額  

不 動 産 圧 縮 損  

そ の 他 特 別 損 失  

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 1４号 

改正案 現行 

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

為 替 換 算 調 整 勘 定

持 分 法 適 用 会 社 に 対 す る 持 分 相 当 額

中 間 包 括 利 益

親 会 社 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

少 数 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

 

(５) (損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等 

－中間連結損益及び包括利益計算書)               (単位：百万円) 

科     目 金               額 
経 常 収 益 

保 険 引 受 収 益  

正 味 収 入 保 険 料  

収 入 積 立 保 険 料  

積 立 保 険 料 等 運 用 益  

生 命 保 険 料  

そ の 他 保 険 引 受 収 益  

資 産 運 用 収 益  

利 息 及 び 配 当 金 収 入  

特 定 取 引 収 益  

商 品 有 価 証 券 運 用 益  

金 銭 の 信 託 運 用 益  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益  

有 価 証 券 売 却 益  

有 価 証 券 償 還 益  

金 融 派 生 商 品 収 益  

特 別 勘 定 資 産 運 用 益  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 1４号 

改正案 現行 

そ の 他 運 用 収 益  

積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用 

保 険 引 受 費 用

正 味 支 払 保 険 金  

損 害 調 査 費  

諸 手 数 料 及 び 集 金 費  

満 期 返 戻 金  

契 約 者 配 当 金  

生 命 保 険 金 等  

支 払 備 金 繰 入 額  

責 任 準 備 金 等 繰 入 額  

そ の 他 保 険 引 受 費 用  

資 産 運 用 費 用  

特 定 取 引 費 用  

商 品 有 価 証 券 運 用 損  

金 銭 の 信 託 運 用 損  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損  

有 価 証 券 売 却 損  

有 価 証 券 評 価 損  

有 価 証 券 償 還 損  

金 融 派 生 商 品 費 用  

特 別 勘 定 資 産 運 用 損  

そ の 他 運 用 費 用  

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費

そ の 他 経 常 費 用

支 払 利 息

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

貸 倒 損 失

そ の 他 の 経 常 費 用

 

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

固 定 資 産 処 分 益  

負 の の れ ん 発 生 益  

保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益  

そ の 他 特 別 利 益  

特 別 損 失  

固 定 資 産 処 分 損  

減 損 損 失  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 1４号 

改正案 現行 

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額  

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額  

不 動 産 等 圧 縮 損  

そ の 他 特 別 損 失  

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

為 替 換 算 調 整 勘 定

持 分 法 適 用 会 社 に 対 す る 持 分 相 当 額

 

中 間 包 括 利 益

親 会 社 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

少 数 株 主 に 係 る 中 間 包 括 利 益

（記載上の注意） 

１ 保険持株会社及びその子会社等の主たる事業が生命保険業である場合には上記の(４)によ

り、損害保険業である場合には上記の(５)により、保険業以外の事業である場合には、当該事

業を営む会社の中間連結財務諸表について適用される法令等に定める分類に準じて記載するこ

と。この場合においては、当該法令等を注記すること。ただし、保険業に係る収益及び費用の

状態を明らかにするために必要な科目については、適切な場所に記載すること。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。

(１) 中間連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされて

いる会計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したとき（当中間連結会計期間の直前の連結会計年度

に係る連結財務諸表作成に当たり会計処理の原則又は手続について変更が行われてお

り、当中間連結会計期間の直前の中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表作成上の会

計処理の原則又は手続との間に相違がみられるときを含む。）は、その旨、変更の理由及

び当該変更が中間連結財務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 
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(３) １株当たり中間純利益又は中間純損失の額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益の

額（銭単位まで記載すること。） 

(４) 以上のほか、保険持株会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要

な事項 

  ３ 特定取引収益及び特定取引費用は、子会社等が規則第 53 条の６の２その他法令の規定により

設けた特定取引勘定に係る収益及び費用について記載すること。なお、特定取引勘定設置会社

分については商品有価証券運用益及び商品有価証券運用損への計数の記載は行わない。 

  ４ 中間連結損益及び包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけ

るその他の包括利益及びその内訳項目並びに中間包括利益及びその内訳項目の金額を注記する

こと。 

５ 法令等に基づき、又は保険持株会社及びその子会社等の損益若しくは包括利益の状態を明ら

かにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目

以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

６ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

７ その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内

訳項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加

減する方法で記載することができる。 

 

４（略） 

 

５ 中間連結株主資本等変動計算書 

年度中 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 中間連結株主資本等変動計算書

 

        （単位：百万円）

科     目 金     額 

  （略） （略）

  当中間期末残高  ×××

その他の包括利益累計額   

 その他有価証券評価差額金   

   （略） （略）

  当中間期末残高  ×××

 その他の包括利益累計額合計   

  前期末残高 ×××

  （略） （略）

（記載上の注意） 
１～３ （略） 
４ その他の包括利益累計額は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前連結会計年度末残高、中間

連結会計期間中の変動額及び中間連結会計期間末残高に区分して記載することができる。この場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ （略） 

 

５ 中間連結株主資本等変動計算書 

年度中 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 中間連結株主資本等変動計算書

 

 （単位：百万円）

科     目 金     額 

（略） （略）

当中間期末残高  ×××

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

（略） （略）

当中間期末残高  ×××

評価・換算差額等合計   

前期末残高 ×××

（略）           （略）

（記載上の注意） 
１～３ （略） 
４ 評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前連結会計年度末残高、中間連結会

計期間中の変動額及び中間連結会計期間末残高に区分して記載することができる。この場合に
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合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 
５ その他の包括利益累計額及び純資産の各合計欄の記載は、省略することができる。 
６ （略） 

 

は、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 
５ 評価・換算差額等及び純資産の各合計欄の記載は、省略することができる。 
６ （略） 
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別紙様式第 15 号（第 210 条の 10関係）                       （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

目        次 

第１ （略） 

第２  連結財務諸表 

１・２ （略） 

３ 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

４・５ （略） 

（記載上の注意） 
１・２ （略） 
３ この様式中、「第２の２ 連結貸借対照表」、「第２の３ 連結損益計算書及び連結包括利益計

算書」、「第２の４ 連結キャッシュ・フロー計算書」及び「第２の５ 連結株主資本等変動計

算書」に注記すべき事項は、「第２の５ 連結株主資本等変動計算書」の次に一括して記載する

ことができる。 

（略） 
 

第２ 連結財務諸表 
 
１ （略） 

 

２ 連結貸借対照表 

  年度 （     年    月    日現在）連結貸借対照表 

(１) (生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等) 

(単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

  為 替 換 算 調 整 勘 定  

  その他の包括利益累計額合計  

  新 株 予 約 権  

（略）  （略）  

 

(２) (損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等) 

(単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

  為 替 換 算 調 整 勘 定  

  その他の包括利益累計額合計  

別紙様式第 15 号（第 210 条の 10関係）                       （日本工業規格Ａ４） 

（略） 

目        次 

第１ （略） 

第２  連結財務諸表 

１・２ （略） 

３ 連結損益計算書 

４・５ （略） 

（記載上の注意） 
１・２ （略） 
３ この様式中、「第２の２ 連結貸借対照表」、「第２の３ 連結損益計算書」、「第２の４ 連

結キャッシュ・フロー計算書」及び「第２の５ 連結株主資本等変動計算書」に注記すべき事

項は、「第２の５ 連結株主資本等変動計算書」の次に一括して記載することができる。 

  
（略） 

 
第２ 連結財務諸表 

 
１ （略） 

 

２ 連結貸借対照表 

年度 （     年    月    日現在）連結貸借対照表 

 

(１) (生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等) 

(単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

  為 替 換 算 調 整 勘 定  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計  

  新 株 予 約 権  

（略）  （略）  

 

(２) (損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等) 

(単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

  為 替 換 算 調 整 勘 定  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計  



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 1５号 

改正案 現行 

  新 株 予 約 権  

（略）  （略）  

（略） 

 

３ 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

年度 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

 

（記載上の注意） 

「連結損益計算書」及び「連結包括利益計算書」は、両計算書を構成する項目を単一の計算書に

表示する方法により、「連結損益及び包括利益計算書」として記載することができる。 

 

(１) (生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等－連結損益計算書） 

（単位：百万円） 
科     目 金               額 

経 常 収 益 

保 険 料 等 収 入  

資 産 運 用 収 益  

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入  

特 定 取 引 収 益  

商 品 有 価 証 券 運 用 益  

金 銭 の 信 託 運 用 益  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益  

有 価 証 券 売 却 益  

有 価 証 券 償 還 益  

金 融 派 生 商 品 収 益  

為 替 差 益  

そ の 他 運 用 収 益  

特 別 勘 定 資 産 運 用 益  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用 

保 険 金 等 支 払 金

保 険 金  

年 金  

給 付 金  

解 約 返 戻 金  

そ の 他 返 戻 金  

責 任 準 備 金 等 繰 入 額  

支 払 備 金 繰 入 額  

  新 株 予 約 権  

（略）  （略）  

（略） 

 
３ 連結損益計算書 

年度 （ 年  月  日から

年  月  日まで ）連結損益計算書 

 

(１) (生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等) 

(単位：百万円) 

科     目 金               額 
経 常 収 益 

保 険 料 等 収 入  

資 産 運 用 収 益  

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入  

特 定 取 引 収 益  

商 品 有 価 証 券 運 用 益  

金 銭 の 信 託 運 用 益  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益  

有 価 証 券 売 却 益  

有 価 証 券 償 還 益  

金 融 派 生 商 品 収 益  

為 替 差 益  

そ の 他 運 用 収 益  

特 別 勘 定 資 産 運 用 益  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用 

保 険 金 等 支 払 金

保 険 金  

年 金  

給 付 金  

解 約 返 戻 金  

そ の 他 返 戻 金  

責 任 準 備 金 等 繰 入 額  

支 払 備 金 繰 入 額  

責 任 準 備 金 繰 入 額  

契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額  

資 産 運 用 費 用  

支 払 利 息  
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責 任 準 備 金 繰 入 額  

契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額  

資 産 運 用 費 用  

支 払 利 息  

特 定 取 引 費 用  

商 品 有 価 証 券 運 用 損  

金 銭 の 信 託 運 用 損  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損  

有 価 証 券 売 却 損  

有 価 証 券 評 価 損  

有 価 証 券 償 還 損  

金 融 派 生 商 品 費 用  

為 替 差 損  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  

貸 付 金 償 却  

賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費

そ の 他 運 用 費 用  

特 別 勘 定 資 産 運 用 損  

事 業 費  

そ の 他 経 常 費 用  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

固 定 資 産 等 処 分 益  

負 の の れ ん 発 生 益  

保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益  

そ の 他 特 別 利 益  

特 別 損 失  

固 定 資 産 等 処 分 損  

減 損 損 失  

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額  

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額  

不 動 産 圧 縮 損  

そ の 他 特 別 損 失  

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益

特 定 取 引 費 用  

商 品 有 価 証 券 運 用 損  

金 銭 の 信 託 運 用 損  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損  

有 価 証 券 売 却 損  

有 価 証 券 評 価 損  

有 価 証 券 償 還 損  

金 融 派 生 商 品 費 用  

為 替 差 損  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  

貸 付 金 償 却  

賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費

そ の 他 運 用 費 用  

特 別 勘 定 資 産 運 用 損  

事 業 費  

そ の 他 経 常 費 用  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

固 定 資 産 等 処 分 益  

負 の の れ ん 発 生 益  

保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益  

そ の 他 特 別 利 益  

特 別 損 失  

固 定 資 産 等 処 分 損  

減 損 損 失  

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額  

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額  

不 動 産 圧 縮 損  

そ の 他 特 別 損 失  

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額

税金等調整前当期純利益（又は税金等調整前当期

純損失） 

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）
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（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

 

(２) (損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等－連結損益計算書) 

(単位：百万円) 

科     目 金               額 
経 常 収 益 

保 険 引 受 収 益  

正 味 収 入 保 険 料  

収 入 積 立 保 険 料  

積 立 保 険 料 等 運 用 益  

生 命 保 険 料  

そ の 他 保 険 引 受 収 益  

資 産 運 用 収 益  

利 息 及 び 配 当 金 収 入  

特 定 取 引 収 益  

商 品 有 価 証 券 運 用 益  

金 銭 の 信 託 運 用 益  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益  

有 価 証 券 売 却 益  

有 価 証 券 償 還 益  

金 融 派 生 商 品 収 益  

特 別 勘 定 資 産 運 用 益  

そ の 他 運 用 収 益  

積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用 

保 険 引 受 費 用  

正 味 支 払 保 険 金  

損 害 調 査 費  

諸 手 数 料 及 び 集 金 費  

満 期 返 戻 金  

契 約 者 配 当 金  

生 命 保 険 金 等  

支 払 備 金 繰 入 額  

責 任 準 備 金 等 繰 入 額  

そ の 他 保 険 引 受 費 用  

資 産 運 用 費 用  

特 定 取 引 費 用  

(２) (損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等) 

(単位：百万円) 

科     目 金               額 
経 常 収 益 

保 険 引 受 収 益  

正 味 収 入 保 険 料  

収 入 積 立 保 険 料  

積 立 保 険 料 等 運 用 益  

生 命 保 険 料  

そ の 他 保 険 引 受 収 益  

資 産 運 用 収 益  

利 息 及 び 配 当 金 収 入  

特 定 取 引 収 益  

商 品 有 価 証 券 運 用 益  

金 銭 の 信 託 運 用 益  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益  

有 価 証 券 売 却 益  

有 価 証 券 償 還 益  

金 融 派 生 商 品 収 益  

特 別 勘 定 資 産 運 用 益  

そ の 他 運 用 収 益  

積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用 

保 険 引 受 費 用  

正 味 支 払 保 険 金  

損 害 調 査 費  

諸 手 数 料 及 び 集 金 費  

満 期 返 戻 金  

契 約 者 配 当 金  

生 命 保 険 金 等  

支 払 備 金 繰 入 額  

責 任 準 備 金 等 繰 入 額  

そ の 他 保 険 引 受 費 用  

資 産 運 用 費 用  

特 定 取 引 費 用  

商 品 有 価 証 券 運 用 損  

金 銭 の 信 託 運 用 損  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損  

有 価 証 券 売 却 損  
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商 品 有 価 証 券 運 用 損  

金 銭 の 信 託 運 用 損  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損  

有 価 証 券 売 却 損  

有 価 証 券 評 価 損  

有 価 証 券 償 還 損  

金 融 派 生 商 品 費 用  

特 別 勘 定 資 産 運 用 損  

そ の 他 運 用 費 用  

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費  

そ の 他 経 常 費 用  

支 払 利 息  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  

貸 倒 損 失  

そ の 他 の 経 常 費 用  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

固 定 資 産 処 分 益  

負 の の れ ん 発 生 益  

保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益  

そ の 他 特 別 利 益  

特 別 損 失  

固 定 資 産 処 分 損  

減 損 損 失  

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額  

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額  

不 動 産 等 圧 縮 損  

そ の 他 特 別 損 失  

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

（記載上の注意） 

１ 保険持株会社及びその子会社等の主たる事業が生命保険業である場合には上記の(１)によ

有 価 証 券 評 価 損  

有 価 証 券 償 還 損  

金 融 派 生 商 品 費 用  

特 別 勘 定 資 産 運 用 損  

そ の 他 運 用 費 用  

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費  

そ の 他 経 常 費 用  

支 払 利 息  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  

貸 倒 損 失  

そ の 他 の 経 常 費 用  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

固 定 資 産 処 分 益  

負 の の れ ん 発 生 益  

保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益  

そ の 他 特 別 利 益  

特 別 損 失  

固 定 資 産 処 分 損  

減 損 損 失  

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額  

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額  

不 動 産 圧 縮 損  

そ の 他 特 別 損 失  

税金等調整前当期純利益（又は税金等調整前当期

純損失） 

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

 (記載上の注意) 

１ 保険持株会社及びその子会社等の主たる事業が生命保険業である場合には上記の(１)によ

り、損害保険業である場合には上記の(２)により、保険業以外の事業である場合には、当該事

業を営む会社の連結財務諸表について適用される法令等に定める分類に準じて記載すること。

この場合においては、当該法令等を注記すること。ただし、保険業に係る収益及び費用の状態

を明らかにするために必要な科目については、適切な場所に記載すること。 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 1５号 

改正案 現行 

り、損害保険業である場合には上記の(２)により、保険業以外の事業である場合には、当該事

業を営む会社の連結財務諸表について適用される法令等に定める分類に準じて記載すること。

この場合においては、当該法令等を注記すること。ただし、保険業に係る収益及び費用の状態

を明らかにするために必要な科目については、適切な場所に記載すること。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

(１) 連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている

会計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が連結

財務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) １株当たり当期純利益又は当期純損失の額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の

額（銭単位まで記載すること。） 

(４) 以上のほか、保険持株会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要

な事項 

  ３ 特定取引収益及び特定取引費用は、子会社等が規則第 53 条の６の２その他法令の規定により

設けた特定取引勘定に係る収益及び費用について記載すること。なお、特定取引勘定設置会社

分については商品有価証券運用益及び商品有価証券運用損への計数の記載は行わない。 

４ 法令等に基づき、又は保険持株会社及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために必

要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設け、

その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

５ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

(３) (保険持株会社及びその子会社等－連結包括利益計算書)      (単位：百万円) 

科     目 金               額 

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

為 替 換 算 調 整 勘 定

持 分 法 適 用 会 社 に 対 す る 持 分 相 当 額

包 括 利 益

親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益

少 数 株 主 に 係 る 包 括 利 益

（記載上の注意） 

１ 連結包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけるその他の包

括利益及びその内訳項目並びに包括利益及びその内訳項目の金額を注記すること。 

２ 法令等に基づき、又は保険持株会社及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために必

要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設け、

２ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

(１) 連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている

会計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が連結

財務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) １株当たり当期純利益又は当期純損失の額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

の額（銭単位まで記載すること。） 

(４) 以上のほか、保険持株会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要

な事項 

  ３ 特定取引収益及び特定取引費用は、子会社等が規則第 53 条の６の２その他法令の規定によ

り設けた特定取引勘定に係る収益及び費用について記載すること。なお、特定取引勘定設置会

社分については商品有価証券運用益及び商品有価証券運用損への計数の記載は行わない。 

４ 法令等に基づき、又は保険持株会社及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために必

要があるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切

な場所に記載すること。 

５ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 
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その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

４ その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内

訳項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加

減する方法で記載することができる。 

 

〔「連結損益計算書」及び「連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表示する場合〕

 

(４) (生命保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等 

－連結損益及び包括利益計算書)                 (単位：百万円) 

科     目 金               額 
経 常 収 益 

保 険 料 等 収 入  

資 産 運 用 収 益  

利 息 及 び 配 当 金 収 入  

特 定 取 引 収 益  

商 品 有 価 証 券 運 用 益  

金 銭 の 信 託 運 用 益  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益  

有 価 証 券 売 却 益  

有 価 証 券 償 還 益  

金 融 派 生 商 品 収 益  

為 替 差 益  

そ の 他 運 用 収 益  

特 別 勘 定 資 産 運 用 益  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用 

保 険 金 等 支 払 金

保 険 金  

年 金  

給 付 金  

解 約 返 戻 金  

そ の 他 返 戻 金  

責 任 準 備 金 等 繰 入 額  

支 払 備 金 繰 入 額  

責 任 準 備 金 繰 入 額  

契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額  

資 産 運 用 費 用  

支 払 利 息  

特 定 取 引 費 用  
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商 品 有 価 証 券 運 用 損  

金 銭 の 信 託 運 用 損  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損  

有 価 証 券 売 却 損  

有 価 証 券 評 価 損  

有 価 証 券 償 還 損  

金 融 派 生 商 品 費 用  

為 替 差 損  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  

貸 付 金 償 却  

賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費

そ の 他 運 用 費 用  

特 別 勘 定 資 産 運 用 損  

事 業 費

そ の 他 経 常 費 用  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

固 定 資 産 等 処 分 益  

負 の の れ ん 発 生 益  

保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益  

そ の 他 特 別 利 益  

特 別 損 失  

固 定 資 産 等 処 分 損  

減 損 損 失  

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額  

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額  

不 動 産 圧 縮 損  

そ の 他 特 別 損 失  

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)  別紙様式第 1５号 

改正案 現行 

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

為 替 換 算 調 整 勘 定

持 分 法 適 用 会 社 に 対 す る 持 分 相 当 額

 

包 括 利 益

親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益

少 数 株 主 に 係 る 包 括 利 益

 

(５) (損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等 

－連結損益及び包括利益計算書)                 (単位：百万円) 

科     目 金               額 
経 常 収 益 

保 険 引 受 収 益  

正 味 収 入 保 険 料  

収 入 積 立 保 険 料  

積 立 保 険 料 等 運 用 益  

生 命 保 険 料  

そ の 他 保 険 引 受 収 益  

資 産 運 用 収 益  

利 息 及 び 配 当 金 収 入  

特 定 取 引 収 益  

商 品 有 価 証 券 運 用 益  

金 銭 の 信 託 運 用 益  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益  

有 価 証 券 売 却 益  

有 価 証 券 償 還 益  

金 融 派 生 商 品 収 益  

特 別 勘 定 資 産 運 用 益  

そ の 他 運 用 収 益  

積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用 

保 険 引 受 費 用

正 味 支 払 保 険 金  

損 害 調 査 費  

諸 手 数 料 及 び 集 金 費  

満 期 返 戻 金  

契 約 者 配 当 金  
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生 命 保 険 金 等  

支 払 備 金 繰 入 額  

責 任 準 備 金 等 繰 入 額  

そ の 他 保 険 引 受 費 用  

資 産 運 用 費 用  

特 定 取 引 費 用  

商 品 有 価 証 券 運 用 損  

金 銭 の 信 託 運 用 損  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損  

有 価 証 券 売 却 損  

有 価 証 券 評 価 損  

有 価 証 券 償 還 損  

金 融 派 生 商 品 費 用  

特 別 勘 定 資 産 運 用 損  

そ の 他 運 用 費 用  

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費

そ の 他 経 常 費 用  

支 払 利 息  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  

貸 倒 損 失  

そ の 他 の 経 常 費 用  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

固 定 資 産 処 分 益  

負 の の れ ん 発 生 益  

保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益  

そ の 他 特 別 利 益  

特 別 損 失  

固 定 資 産 処 分 損  

減 損 損 失  

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額  

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額  

不 動 産 等 圧 縮 損  

そ の 他 特 別 損 失  

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益
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（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

そ の 他 の 包 括 利 益

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

為 替 換 算 調 整 勘 定

持 分 法 適 用 会 社 に 対 す る 持 分 相 当 額

 

包 括 利 益

親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益

少 数 株 主 に 係 る 包 括 利 益

（記載上の注意） 

１ 保険持株会社及びその子会社等の主たる事業が生命保険業である場合には上記の(４)によ

り、損害保険業である場合には上記の(５)により、保険業以外の事業である場合には、当該事

業を営む会社の連結財務諸表について適用される法令等に定める分類に準じて記載すること。

この場合においては、当該法令等を注記すること。ただし、保険業に係る収益及び費用の状態

を明らかにするために必要な科目については、適切な場所に記載すること。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

(１) 連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている

会計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したとき（当連結会計期間の直前の連結会計年度に係

る連結財務諸表作成に当たり会計処理の原則又は手続について変更が行われており、当

連結会計期間の直前の連結会計期間に係る連結財務諸表作成上の会計処理の原則又は手

続との間に相違がみられるときを含む。）は、その旨、変更の理由及び当該変更が連結財

務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) １株当たり当期純利益又は当期純損失の額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の

額（銭単位まで記載すること。） 

(４) 以上のほか、保険持株会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要

な事項 

  ３ 特定取引収益及び特定取引費用は、子会社等が規則第 53 条の６の２その他法令の規定により

設けた特定取引勘定に係る収益及び費用について記載すること。なお、特定取引勘定設置会社

分については商品有価証券運用益及び商品有価証券運用損への計数の記載は行わない。 

４ 連結損益及び包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけるそ

の他の包括利益及びその内訳項目並びに包括利益及びその内訳項目の金額を注記すること。 

５ 法令等に基づき、又は保険持株会社及びその子会社等の損益若しくは包括利益の状態を明ら
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かにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目

以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

６ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

７ その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内

訳項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加

減する方法で記載することができる。 

 

４（略） 

 

５ 連結株主資本等変動計算書 

年度 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 連結株主資本等変動計算書 

        （単位：百万円）

科     目 金     額 

  （略） （略）

  当期末残高  ×××

その他の包括利益累計額   

 その他有価証券評価差額金   

   （略） （略）

  当期末残高  ×××

 その他の包括利益累計額合計   

  前期末残高 ×××

  （略）          （略）

（記載上の注意） 
１～３ （略） 
４ その他の包括利益累計額は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前連結会計年度末残高、連結

会計年度中の変動額及び連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、

科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 
５ その他の包括利益累計額及び純資産の各合計欄の記載は、省略することができる。 
６ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

４（略） 

 

５ 連結株主資本等変動計算書 

年度 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 連結株主資本等変動計算書 

 （単位：百万円）

科     目 金     額 

（略） （略）

当期末残高  ×××

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

（略） （略）

当期末残高  ×××

評価・換算差額等合計   

前期末残高 ×××

（略）          （略）

（記載上の注意） 
１～３ （略） 
４ 評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前連結会計年度末残高、連結会計年

度中の変動額及び連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ご

とのそれぞれの金額を注記すること。 
５ 評価・換算差額等及び純資産の各合計欄の記載は、省略することができる。 
６ （略） 
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別紙様式第 16号の 19（第 211 条の 36第４項関係） 

（日本工業規格Ａ４）

                                  

                      （略）                    

目     次 

第１ （略） 

第２ 中間連結財務諸表 

  １・２ （略） 

  ３ 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 

４～６ （略） 

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４ この様式中、「第２の２ 中間連結貸借対照表」、「第２の３ 中間連結損益計算書及び中間連結

包括利益計算書」、「第２の４ 中間連結キャッシュ・フロー計算書」、「第２の５ 中間連結株主資

本等変動計算書」及び「第２の６ 中間連結基金等変動計算書」に注記すべき事項は、「第２の６

中間連結基金等変動計算書」の次に一括して記載することができる。 

５ 上場会社等（金融商品取引法第 24 条の４の７第 1 項の規定により四半期報告書（同項に規定す

る四半期報告書をいう。以下この５において同じ。）を提出しなければならない会社（同条第２項

の規定により四半期報告書を提出する会社を含む。）をいう。）である少額短期保険業者にあっては、

この様式中、「第２の２ 中間連結貸借対照表」、「第２の３ 中間連結損益計算書及び中間連結包

括利益計算書」、「第２の４ 中間連結キャッシュ・フロー計算書」、「第２の５ 中間連結株主資本

等変動計算書」、「第２の６ 中間連結基金等変動計算書」については、一般に公正妥当と認められ

る中間連結財務諸表の作成基準に準じて作成すること。 

 

第１ （略） 

第２ 中間連結財務諸表 

１ （略） 

２ 中間連結貸借対照表 

       年度中（  年  月  日現在）中間連結貸借対照表 

(１) 少額短期保険株式会社及びその子会社等                           

   （単位：千円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

 

  

 土地再評価差額金 

その他の包括利益累計額合計 

新株予約権 

 

（略）   （略）  

(記載上の注意)  

（略） 

別紙様式第 16号の 19（第 211 条の 36第４項関係） 

（日本工業規格Ａ４）

                                  

（略）             

目     次 

第１ （略） 

第２ 中間連結財務諸表 

１・２ （略） 

３ 中間連結損益計算書 

４～６ （略） 

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４ この様式中、「第２の２ 中間連結貸借対照表」、「第２の３ 中間連結損益計算書」、「第２の４

中間連結キャッシュ・フロー計算書」、「第２の５ 中間連結株主資本等変動計算書」及び「第２

の６ 中間連結基金等変動計算書」に注記すべき事項は、「第２の６ 中間連結基金等変動計算書」

の次に一括して記載することができる。 

５ 上場会社等（金融商品取引法第 24 条の４の７第１項の規定により四半期報告書（同項に規定す

る四半期報告書をいう。以下この５において同じ。）を提出しなければならない会社（同条第２項

の規定により四半期報告書を提出する会社を含む。）をいう。）である少額短期保険業者にあって

は、この様式中、「第２の２ 中間連結貸借対照表」、「第２の３ 中間連結損益計算書」、「第２の

４ 中間連結キャッシュ・フロー計算書」、「第２の５ 中間連結株主資本等変動計算書」、「第２

の６ 中間連結基金等変動計算書」については、一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表

の作成基準に準じて作成すること。 

 

第１ （略） 

第２ 中間連結財務諸表 

１ （略） 

２ 中間連結貸借対照表 

         年度中（  年  月  日現在）中間連結貸借対照表 

(１) 少額短期保険株式会社及びその子会社等                

（単位：千円）

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

 

  

 土地再評価差額金 

評価・換算差額等合計 

新株予約権 

 

（略）   （略）  

(記載上の注意)  

（略） 
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(２) 少額短期保険相互会社及びその子会社等                             

（単位：千円） 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

 

  

 土地再評価差額金 

その他の包括利益累計額合計 

少数株主持分 

 

（略）   （略）  

（記載上の注意）  

（略） 

 

３ 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 

年度中 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書

 

（記載上の注意） 

  「中間連結損益計算書」及び「中間連結包括利益計算書」は、両計算書を構成する項目を単一の

計算書に表示する方法により、「中間連結損益及び包括利益計算書」として記載することができる。

 

(１) 少額短期保険株式会社及びその子会社等－中間連結損益計算書 

（単位：千円）

科     目 金               額 
経常収益  

保険料等収入  

  保険料  

  再保険収入 

資産運用収益  

その他経常収益  

経常費用  

保険金等支払金  

  保険金等 

  解約返戻金等  

  再保険料  

 責任準備金等繰入額  

  支払備金繰入額  

  責任準備金繰入額 

 資産運用費用 

 

(２) 少額短期保険相互会社及びその子会社等                      

   （単位：千円）

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

 

  

 土地再評価差額金 

評価・換算差額等合計 

少数株主持分 

 

（略）   （略）  

（記載上の注意）  

（略） 

 

３ 中間連結損益計算書 

 年度中（ 年  月  日から

年  月  日まで ）中間連結損益計算書 

 

(１) 少額短期保険株式会社及びその子会社等 

（単位：千円）

科     目 金               額 
経常収益  

保険料等収入  

  保険料  

  再保険収入 

資産運用収益  

その他経常収益  

経常費用  

保険金等支払金  

  保険金等 

  解約返戻金等  

  再保険料  

 責任準備金等繰入額  

  支払備金繰入額  

  責任準備金繰入額 

 資産運用費用 

 事業費 

 その他経常費用  

経常利益（又は経常損失）  

特別利益 
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 事業費 

 その他経常費用  

経常利益（又は経常損失）  

特別利益 

特別損失 

契約者配当準備金繰入額 

税金等調整前中間純利益 

（又は税金等調整前中間純損失） 

 

法人税及び住民税等  

法人税等調整額  

法人税等合計  

少数株主損益調整前中間純利益 

（又は少数株主損益調整前中間純損失） 

 

少数株主利益（又は少数株主損失）  

中間純利益（又は中間純損失）  

(記載上の注意) 

１ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。

(１) 中間連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされてい

る会計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が中間連

結財務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) １株当たり中間純利益又は中間純損失の額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益の額

（銭単位まで記載すること。） 

(４) 以上のほか、少額短期保険業者及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必

要な事項 

２ 法令等に基づき、又は少額短期保険業者及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために

必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設

け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

(２) 少額短期保険株式会社及びその子会社等－中間連結包括利益計算書 

   （単位：千円）

科     目 金               額 

少数株主損益調整前中間純利益 

（又は少数株主損益調整前中間純損失） 

 

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金  

繰延ヘッジ損益  

特別損失 

契約者配当準備金繰入額 

税金等調整前中間純利益 

（又は税金等調整前中間純損失） 

 

法人税及び住民税等  

法人税等調整額  

法人税等合計  

少数株主損益調整前中間純利益 

（又は少数株主損益調整前中間純損失） 

 

少数株主利益（又は少数株主損失）  

中間純利益（又は中間純損失）  

(記載上の注意) 

１ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。

(１) 中間連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされてい

る会計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が中間連

結財務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) １株当たり中間純利益又は中間純損失の額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益の

額（銭単位まで記載すること） 

(４) 以上のほか、少額短期保険業者及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必

要な事項 

２ 法令等に基づき、又は少額短期保険業者及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために

必要があるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切

な場所に記載すること。 

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

(２) 少額短期保険相互会社及びその子会社等 

                                      （単位：千円）

科     目 金               額 
経常収益  

保険料等収入  

  保険料  

  再保険収入 

資産運用収益  

その他経常収益  

経常費用  

保険金等支払金  

  保険金等 
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為替換算調整勘定 

持分法適用会社に対する持分相当額 

 

中間包括利益 

親会社株主に係る中間包括利益 

少数株主に係る中間包括利益 

 

(記載上の注意) 

１ 中間連結包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけるその他の

包括利益及びその内訳項目並びに中間包括利益及びその内訳項目の金額を注記すること。 

２ 法令等に基づき、又は少額短期保険業者及びその子会社等の包括利益の状態を明らかにするた

めに必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を

設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

４ その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内訳

項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加減す

る方法で記載することができる。 

 

〔「中間連結損益計算書」及び「中間連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表示す

る場合〕 

 

(３) 少額短期保険株式会社及びその子会社等－中間連結損益及び包括利益計算書        

(単位：千円) 

科     目 金               額 
経常収益  

保険料等収入  

保険料  

再保険収入  

資産運用収益  

その他経常収益  

経常費用  

保険金等支払金  

保険金等 

解約返戻金等  

再保険料  

責任準備金等繰入額  

支払備金繰入額 

責任準備金繰入額 

資産運用費用  

事業費  

その他経常費用  

経常利益（又は経常損失）  

  解約返戻金等  

  再保険料  

 責任準備金等繰入額  

  支払備金繰入額  

  責任準備金繰入額 

 資産運用費用 

 事業費 

 その他経常費用  

経常利益（又は経常損失）  

特別利益 

特別損失 

税金等調整前中間純剰余 

（又は税金等調整前中間純損失） 

 

法人税及び住民税等  

法人税等調整額  

法人税等合計  

少数株主損益調整前中間純剰余 

（又は少数株主損益調整前中間純損失） 

 

少数株主利益（又は少数株主損失）  

中間純剰余（又は中間純損失）  

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。

(１) 中間連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされてい

る会計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が中間連

結財務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) 以上のほか、少額短期保険業者及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必

要な事項 

２ 法令等に基づき、又は少額短期保険業者及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために

必要があるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切

な場所に記載すること。 

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 
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特別利益 

特別損失 

契約者配当準備金繰入額 

税金等調整前中間純利益 

（又は税金等調整前中間純損失） 

法人税及び住民税等  

法人税等調整額  

法人税等合計  

少数株主損益調整前中間純利益  

（又は少数株主損益調整前中間純損失）  

少数株主利益（又は少数株主損失）  

中間純利益（又は中間純損失）  

少数株主損益調整前中間純利益 

（又は少数株主損益調整前中間純損失） 

 

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金  

繰延ヘッジ損益  

為替換算調整勘定 

持分法適用会社に対する持分相当額 

 

中間包括利益 

親会社株主に係る中間包括利益 

少数株主に係る中間包括利益 

 

(記載上の注意) 

１ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。

(１) 中間連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされてい

る会計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が中間連

結財務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) １株当たり中間純利益又は中間純損失の額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益の額

（銭単位まで記載すること。） 

(４) 以上のほか、少額短期保険業者及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必

要な事項 

２ 中間連結損益及び包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度における

その他の包括利益及びその内訳項目並びに中間包括利益及びその内訳項目の金額を注記するこ

と。 

３ 法令等に基づき、又は少額短期保険業者及びその子会社等の損益若しくは包括利益の状態を明

らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目

以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 
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４ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

５ その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内訳

項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加減す

る方法で記載することができる。 

 

(４) 少額短期保険相互会社及びその子会社等－中間連結損益計算書       

（単位：千円）

科     目 金               額 
経常収益  

保険料等収入  

  保険料  

  再保険収入 

資産運用収益  

その他経常収益  

経常費用  

保険金等支払金  

  保険金等 

  解約返戻金等  

  再保険料  

 責任準備金等繰入額  

  支払備金繰入額  

  責任準備金繰入額 

 資産運用費用 

 事業費 

 その他経常費用  

経常利益（又は経常損失）  

特別利益 

特別損失 

税金等調整前中間純剰余 

（又は税金等調整前中間純損失） 

 

法人税及び住民税等  

法人税等調整額  

法人税等合計  

少数株主損益調整前中間純剰余 

（又は少数株主損益調整前中間純損失） 

 

少数株主利益（又は少数株主損失）  

中間純剰余（又は中間純損失）  

(記載上の注意) 

１ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。

(１) 中間連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされてい
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る会計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が中間連

結財務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) 以上のほか、少額短期保険業者及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必

要な事項 

２ 法令等に基づき、又は少額短期保険業者及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために

必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設

け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

(５) 少額短期保険相互会社及びその子会社等－中間連結包括利益計算書 

   （単位：千円）

科     目 金               額 

少数株主損益調整前中間純剰余 

（又は少数株主損益調整前中間純損失） 

 

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金  

繰延ヘッジ損益  

為替換算調整勘定 

持分法適用会社に対する持分相当額 

 

中間包括利益 

親会社に係る中間包括利益 

少数株主に係る中間包括利益 

 

（記載上の注意） 

１ 中間連結包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけるその他の

包括利益及びその内訳項目並びに中間包括利益及びその内訳項目の金額を注記すること。 

２ 法令等に基づき、又は少額短期保険業者及びその子会社等の包括利益の状態を明らかにするた

めに必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を

設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

４ その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内訳

項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加減す

る方法で記載することができる。 

 

〔「中間連結損益計算書」及び「中間連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表示す

る場合〕 

 

(６) 少額短期保険相互会社及びその子会社等－中間連結損益及び包括利益計算書 
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（単位：千円）

科     目 金               額 
経常収益  

保険料等収入  

保険料  

再保険収入  

資産運用収益  

その他の経常収益  

経常費用  

保険金等支払金  

保険金等 

解約返戻金等  

再保険料  

責任準備金等繰入額  

支払備金繰入額 

責任準備金繰入額 

資産運用費用  

事業費  

その他経常費用  

経常利益（又は経常損失）  

特別利益 

特別損失 

税金等調整前中間純剰余 

（又は税金等調整前中間純損失） 

 

法人税及び住民税等  

法人税等調整額  

法人税等合計  

少数株主損益調整前中間純剰余  

（又は少数株主損益調整前中間純損失）  

少数株主利益（又は少数株主損失）  

中間純剰余（又は中間純損失）  

少数株主損益調整前中間純剰余  

（又は少数株主損益調整前中間純損失）  

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金  

繰延ヘッジ損益  

為替換算調整勘定  

持分法適用会社に対する持分相当額  

中間包括利益  
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親会社に係る中間包括利益 

少数株主に係る中間包括利益 

(記載上の注意) 

１ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものはこの限りでない。 

(１) 中間連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされてい

る会計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針が変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が中間連

結財務諸表に与えている影響の内容 

 ② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) 以上のほか、少額短期保険業者及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必

要な事項 

２ 中間連結損益及び包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度における

その他の包括利益及びその内訳項目並びに中間包括利益及びその内訳項目の金額を注記するこ

と。 

３ 法令等に基づき、又は少額短期保険業者及びその子会社等の損益若しくは包括利益の状態を明

らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目

以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

４ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

５ その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内訳

項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加減す

る方法で表示することができる。 

 

４（略） 

 

５ 中間連結株主資本等変動計算書 

年度中 （ 年  月  日から

年  月  日まで ）中間連結株主資本等変動計算書 

            (単位：千円)

科            目 金          額 

  （略） （略）

  当中間期末残高 ×××

その他の包括利益累計額 
 その他有価証券評価差額金 
  （略） （略）

  当中間期末残高 ×××

 その他の包括利益累計額合計 
  前期末残高 ×××

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４（略） 

 

５ 中間連結株主資本等変動計算書 

年度中 （ 年  月  日から

年  月  日まで ）中間連結株主資本等変動計算書 

        （単位：千円）

科            目 金          額 

   （略） （略）

  当中間期末残高 ×××

評価・換算差額等 
 その他有価証券評価差額金 
   （略） （略）

  当中間期末残高 ×××

 評価・換算差額等合計 
  前期末残高 ×××
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  （略） （略）

(記載上の注意) 

１～３ （略） 

４ その他の包括利益累計額は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前連結会計年度末残高、中間

連結会計期間中の変動額及び中間連結会計期間末残高に区分して記載することができる。この場

合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

５ その他の包括利益累計額及び純資産の各合計欄の記載は、省略することができる。 

６ （略） 

 

６ 中間連結基金等変動計算書 

 年度中（ 年  月  日から

年  月  日まで）中間連結基金等変動計算書

(単位：千円)

科            目 金          額 

  （略） （略）

  当中間期末残高 ×××

その他の包括利益累計額 
 その他有価証券評価差額金 
  （略） （略）

  当中間期末残高 ×××

 その他の包括利益累計額合計 
  前期末残高 ×××

  （略） （略）

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４ その他の包括利益累計額は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前連結会計年度末残高、中間

連結会計期間中の変動額及び中間連結会計期間末残高に区分して記載することができる。この場

合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

５ その他の包括利益累計額及び純資産の合計欄の記載は、省略することができる。 

 

  （略） （略）

(記載上の注意) 

１～３ （略） 

４ 評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前連結会計年度末残高、中間連結会

計期間中の変動額及び中間連結会計期間末残高に区分して記載することができる。この場合に

は、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

５ 評価・換算差額等及び純資産の各合計欄の記載は、省略することができる。 

６ （略） 

 

６ 中間連結基金等変動計算書 

   年度中（ 年  月  日から

年  月  日まで ） 中間連結基金等変動計算書

 (単位：千円)

科            目 金          額 

  （略） （略）

  当中間期末残高 ×××

評価・換算差額等 
 その他有価証券評価差額金 
  （略） （略）

  当中間期末残高 ×××

 評価・換算差額等合計 
  前期末残高 ×××

  （略） （略）

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４ 評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前連結会計年度末残高、中間連結会

計期間中の変動額及び中間連結会計期間末残高に区分して記載することができる。この場合に

は、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

５ 評価・換算差額等及び純資産の合計欄の記載は、省略することができる。 
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改正案 現行 

別紙様式第 16号の 20（第 211 条の 36第４項関係） 

（日本工業規格Ａ４）

                                  

                      （略）                    

目     次 

第１ （略） 

第２ 連結財務諸表 

  １・２ （略） 

  ３ 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

４～６ （略） 

（記載上の注意） 

１～４ （略） 

５ この様式中、「第２の２ 連結貸借対照表」、「第２の３ 連結損益計算書及び連結包括利益計

算書」、「第２の４ 連結キャッシュ・フロー計算書」、「第２の５ 連結株主資本等変動計算書」

及び「第２の６ 連結基金等変動計算書」に注記すべき事項は、「第２の６ 連結基金等変動計

算書」の次に一括して記載することができる。 

 

第１ （略） 

第２ 連結財務諸表 

１ （略） 

２ 連結貸借対照表 

        年度（  年  月  日現在）連結貸借対照表 

(１) 少額短期保険株式会社及びその子会社等                    

          （単位：千円）

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

 

  

 土 地 再 評 価 差 額 金

その他の包括利益累計額合計

新 株 予 約 権

 

（略）   （略）  

（記載上の注意）  

（略） 

 

(２) 少額短期保険相互会社及びその子会社等          

        （単位：千円）

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

  土 地 再 評 価 差 額 金  

別紙様式第 16号の 20（第 211 条の 36第４項関係） 

（日本工業規格Ａ４）

                                  

（略）             

目     次 

第１ （略） 

第２ 連結財務諸表 

１・２ （略） 

３ 連結損益計算書 

４～６ （略） 

（記載上の注意） 

１～４ （略） 

５ この様式中、「第２の２ 連結貸借対照表」、「第２の３ 連結損益計算書」、「第２の４ 連結

キャッシュ・フロー計算書」、「第２の５ 連結株主資本等変動計算書」及び「第２の６ 連結

基金等変動計算書」に注記すべき事項は、「第２の６ 連結基金等変動計算書」の次に一括して

記載することができる。 

 

第１ （略） 

第２ 連結財務諸表 

１ （略） 

２ 連結貸借対照表 

        年度（  年  月  日現在）連結貸借対照表 

(１) 少額短期保険株式会社及びその子会社等    

               （単位：千円）

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

 

  

 土 地 再 評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

新 株 予 約 権

 

（略）   （略）  

（記載上の注意）  

（略） 

 

(２) 少額短期保険相互会社及びその子会社等       

                         （単位：千円）

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

  土 地 再 評 価 差 額 金  
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  その他の包括利益累計額合計

少 数 株 主 持 分

（略）   （略）  

（記載上の注意）  

（略） 

 

３ 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

年度 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

 

（記載上の注意） 

 「連結損益計算書」及び「連結包括利益計算書」は、両計算書を構成する項目を単一の計算書に表

示する方法により、「連結損益及び包括利益計算書」として記載することができる。 

 

(１) 少額短期保険株式会社及びその子会社等－連結損益計算書 

（単位：千円）

科     目 金               額 
経常収益  

保険料等収入  

  保険料  

  再保険収入 

資産運用収益 

利息及び配当金収入 

 その他運用収益 

 

その他経常収益  

経常費用  

保険金等支払金  

  保険金等 

  解約返戻金等 

  契約者配当金 

 

  再保険料  

 責任準備金等繰入額  

  支払備金繰入額  

  責任準備金繰入額 

 資産運用費用 

支払利息 

  その他運用費用 

 事業費 

 その他経常費用  

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

少 数 株 主 持 分

（略）   （略）  

（記載上の注意）  

（略） 

 

３ 連結損益計算書 

 年度（ 年  月  日から

年  月  日まで ）連結損益計算書 

 

(１) 少額短期保険株式会社及びその子会社等 

（単位：千円）

科     目 金               額 
経常収益  

保険料等収入  

  保険料  

  再保険収入 

資産運用収益 

利息及び配当金収入 

その他運用収益 

 

その他経常収益  

経常費用  

保険金等支払金  

  保険金等 

  解約返戻金等 

契約者配当金 

 

  再保険料  

 責任準備金等繰入額  

  支払備金繰入額  

  責任準備金繰入額 

 資産運用費用 

  支払利息 

  その他運用費用 

 事業費 

 その他経常費用  

経常利益（又は経常損失）  

特別利益 

特別損失 

契約者配当準備金繰入額  
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経常利益（又は経常損失）  

特別利益 

特別損失 

契約者配当準備金繰入額 

税金等調整前当期純利益 

（又は税金等調整前当期純損失） 

 

法人税及び住民税等  

法人税等調整額  

法人税等合計  

少数株主損益調整前当期純利益 

（又は少数株主損益調整前当期純損失） 

 

少数株主利益（又は少数株主損失）  

当期純利益（又は当期純損失）  

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。ただし連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

(１) 連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会

計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が連結財

務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) １株当たり当期純利益又は当期純損失の額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の額

（銭単位まで記載すること。） 

  (４) 以上のほか、少額短期保険業者及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必

要な事項 

２ 法令等に基づき、又は少額短期保険業者及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために

必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設

け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

(２) 少額短期保険株式会社及びその子会社等－連結包括利益計算書 

   （単位：千円）

科     目 金               額 

少数株主損益調整前当期純利益 

（又は少数株主損益調整前当期純損失） 

 

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 

繰延ヘッジ損益 

為替換算調整勘定 

持分法適用会社に対する持分相当額 

 

税金等調整前当期純利益 

（又は税金等調整前当期純損失） 

法人税及び住民税等  

法人税等調整額  

法人税等合計  

少数株主損益調整前当期純利益 

（又は少数株主損益調整前当期純損失） 

 

少数株主利益（又は少数株主損失）  

当期純利益  

（記載上の注意） 

１ 次の事項を注記すること。ただし連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

(１) 連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会

計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が連結財

務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) １株当たり当期純利益又は当期純損失の額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の

額（銭単位まで記載すること） 

  (４) 以上のほか、少額短期保険業者及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必

要な事項 

２ 法令等に基づき、又は少額短期保険業者及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために

必要があるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切

な場所に記載すること。 

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

(２) 少額短期保険相互会社及びその子会社等 

                                      （単位：千円）

科     目 金               額 
経常収益  

保険料等収入  

  保険料  

  再保険収入 

資産運用収益 

利息及び配当金収入 

その他運用収益 

 

その他経常収益  

経常費用  

保険金等支払金  

  保険金等 
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包括利益 

親会社株主に係る包括利益 

少数株主に係る包括利益 

 

（記載上の注意） 

１ 連結包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけるその他の包括

利益及びその内訳項目並びに包括利益及びその内訳項目の金額を注記すること。 

２ 法令等に基づき、又は少額短期保険業者及びその子会社等の包括利益の状態を明らかにするた

めに必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を

設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

４ その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内訳

項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加減す

る方法で記載することができる。 

 

〔「連結損益計算書」及び「連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表示する場合〕

 

(３) 少額短期保険株式会社及びその子会社等－連結損益及び包括利益計算書          

(単位：千円) 

科     目 金               額 
経常収益 

保険料等収入  

保険料  

再保険収入  

資産運用収益  

利息及び配当金等収入  

その他運用収益  

その他経常収益  

経常費用  

保険金等支払金  

保険金等  

解約返戻金等  

契約者配当金  

再保険料  

責任準備金等繰入額  

支払備金繰入額  

責任準備金繰入額  

資産運用費用  

支払利息  

その他運用費用  

事業費  

  解約返戻金等  

  再保険料  

 責任準備金等繰入額  

  支払備金繰入額  

  責任準備金繰入額 

 資産運用費用 

支払利息 

  その他運用費用 

 事業費 

 その他経常費用  

経常利益（又は経常損失）  

特別利益 

特別損失 

税金等調整前当期純剰余 

（又は税金等調整前当期純損失） 

 

法人税及び住民税等  

法人税等調整額  

法人税等合計  

少数株主損益調整前当期純剰余 

（又は少数株主損益調整前当期純損失） 

 

少数株主利益（又は少数株主損失）  

当期純剰余  

(記載上の注意) 

１ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

(１) 連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会

計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が連結財

務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) 以上のほか、少額短期保険業者及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必

要な事項 

２ 法令等に基づき、又は少額短期保険業者及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために

必要があるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切

な場所に記載すること。 

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 
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その他経常費用  

経常利益（又は経常損失）  

特別利益  

特別損失  

契約者配当準備金繰入額  

税金等調整前当期純利益 

（又は税金等調整前当期純損失） 

 

法人税及び住民税等  

法人税等調整額  

法人税等合計  

少数株主損益調整前当期純利益  

（又は少数株主損益調整前当期純損失）  

少数株主利益（又は少数株主損失）  

当期純利益（又は当期純損失）  

少数株主利益（又は少数株主損失）  

少数株主損益調整前当期純利益  

（又は少数株主損益調整前当期純損失）  

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金  

繰延ヘッジ損益  

為替換算調整勘定 

持分法適用会社に対する持分相当額 

 

包括利益 

親会社株主に係る包括利益 

少数株主に係る包括利益 

 

(記載上の注意) 

１ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

(１) 連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている

会計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が連結財

務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) １株当たり当期純利益又は当期純損失の額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の

額（銭単位まで記載すること。） 

(４) 以上のほか、少額短期保険業者及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために

必要な事項 

２ 連結損益及び包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけるそ

の他の包括利益及びその内訳項目並びに包括利益及びその内訳項目の金額を注記すること。 

３ 法令等に基づき、又は少額短期保険業者及びその子会社等の損益若しくは包括利益の状態を
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明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる

科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

４ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

５ その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内

訳項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加

減する方法で記載することができる。 

 

(４) 少額短期保険相互会社及びその子会社等－連結損益計算書       

(単位：千円) 

科     目 金               額 
経常収益  

保険料等収入  

  保険料  

  再保険収入 

資産運用収益 

利息及び配当金収入 

その他運用収益 

 

その他経常収益  

経常費用  

保険金等支払金  

  保険金等 

  解約返戻金等  

  再保険料  

 責任準備金等繰入額  

  支払備金繰入額  

  責任準備金繰入額 

 資産運用費用 

支払利息 

  その他運用費用 

 事業費 

 その他経常費用  

経常利益（又は経常損失）  

特別利益 

特別損失 

税金等調整前当期純剰余 

（又は税金等調整前当期純損失） 

 

法人税及び住民税等  

法人税等調整額  

法人税等合計  

少数株主損益調整前当期純剰余  
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（又は少数株主損益調整前当期純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失）  

当期純剰余（又は当期純損失）  

(記載上の注意) 

１ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

(１) 連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会

計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が連結財

務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) 以上のほか、少額短期保険業者及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必

要な事項 

２ 法令等に基づき、又は少額短期保険業者及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために

必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を設

け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

(５) 少額短期保険相互会社及びその子会社等－連結包括利益計算書 

   （単位：千円）

科     目 金               額 

少数株主損益調整前当期純剰余 

（又は少数株主損益調整前当期純損失） 

 

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 

繰延ヘッジ損益 

為替換算調整勘定 

持分法適用会社に対する持分相当額 

 

包括利益 

親会社に係る包括利益 

少数株主に係る包括利益 

 

(記載上の注意) 

１ 連結包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけるその他の包括

利益及びその内訳項目並びに包括利益及びその内訳項目の金額を注記すること。 

２ 法令等に基づき、又は少額短期保険業者及びその子会社等の包括利益の状態を明らかにするた

めに必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を

設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

４ その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内訳

項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加減す
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る方法で記載することができる。 

 

(６) 少額短期保険相互会社及びその子会社等－連結損益及び包括利益計算書          

(単位：千円) 

科     目 金               額 
経常収益 

保険料等収入  

保険料  

再保険収入  

資産運用収益  

利息及び配当金等収入  

その他運用収益  

その他経常収益  

経常費用  

保険金等支払金  

保険金等  

解約返戻金等  

契約者配当金  

再保険料  

責任準備金等繰入額  

支払備金繰入額  

責任準備金繰入額  

資産運用費用  

支払利息  

その他運用費用  

事業費  

その他経常費用  

経常利益（又は経常損失）  

特別利益  

特別損失  

税金等調整前当期純剰余 

（又は税金等調整前当期純損失） 

 

法人税及び住民税等  

法人税等調整額  

法人税等合計  

少数株主損益調整前当期純剰余  

（又は少数株主損益調整前当期純損失）  

少数株主利益（又は少数株主損失）  

当期純剰余（又は当期純損失）  

少数株主利益（又は少数株主損失）  
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その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金  

繰延ヘッジ損益  

為替換算調整勘定 

持分法適用会社に対する持分相当額 

 

包括利益 

親会社に係る包括利益 

少数株主に係る包括利益 

 

(記載上の注意) 

１ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

(１) 連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている

会計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が連結

財務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) 以上のほか、少額短期保険業者及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために

必要な事項 

２ 連結損益及び包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけるその

他の包括利益及びその内訳項目並びに包括利益及びその内訳項目の金額を注記すること。 

３ 法令等に基づき、又は少額短期保険業者及びその子会社等の損益若しくは包括利益の状態を明

らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科

目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

４ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

５ その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内訳

項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加減す

る方法で記載することができる。 

 

４（略） 

 

５ 連結株主資本等変動計算書 

年度 （ 年  月  日から

年  月  日まで ）連結株主資本等変動計算書 

      （単位：千円）

科            目 金          額 

   （略） （略）

  当期末残高 ×××

その他の包括利益累計額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４（略） 

 

５ 連結株主資本等変動計算書 

年度 （ 年  月  日から

年  月  日まで ）連結株主資本等変動計算書 

      （単位：千円）

科            目 金          額 

   （略） （略）

  当期末残高 ×××

評価・換算差額等 
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 その他有価証券評価差額金 
  （略） （略）

  当期末残高 ×××

 その他の包括利益累計額合計 
  前期末残高 ×××

  （略） （略）

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４ その他の包括利益累計額は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前連結会計年度末残高、連結

会計年度中の変動額及び連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、

科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

５ その他の包括利益累計額及び純資産の各合計欄の記載は、省略することができる。 

６ （略） 

 

６ 連結基金等変動計算書 

 年度（ 年  月  日から

年  月  日まで ）連結基金等変動計算書 

     （単位：千円）

科            目 金          額 

  （略） （略）

  当期末残高 ×××

その他の包括利益累計額 
 その他有価証券評価差額金 
  （略） （略）

  当期末残高 ×××

 その他の包括利益累計額合計 
  前期末残高 ×××

  （略） （略）

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４ その他の包括利益累計額は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前連結会計年度末残高、連結

会計年度中の変動額及び連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、

科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

５ その他の包括利益累計額及び純資産の各合計欄の記載は、省略することができる。 

 その他有価証券評価差額金 
   （略） （略）

  当期末残高 ×××

 評価・換算差額等合計 
  前期末残高 ×××

  （略） （略）

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４ 評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前連結会計年度末残高、連結会計年

度中の変動額及び連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ご

とのそれぞれの金額を注記すること。 

５ 評価・換算差額等及び純資産の各合計欄の記載は、省略することができる。 

６ （略） 

 

６ 連結基金等変動計算書 

   年度（ 年  月  日から

年  月  日まで ）連結基金等変動計算書 

   （単位：千円）

科            目 金          額 

  （略） （略）

  当期末残高 ×××

評価・換算差額等 
 その他有価証券評価差額金 
  （略） （略）

  当期末残高 ×××

 評価・換算差額等合計 
  前期末残高 ×××

  （略） （略）

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４ 評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前連結会計年度末残高、連結会計年

度中の変動額及び連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ご

とのそれぞれの金額を注記すること。 

５ 評価・換算差額等及び純資産の各合計欄の記載は、省略することができる。 
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別紙様式第 16号の 24（第 211 条の 81第１項関係） 

（日本工業規格Ａ４）

                                  

                      （略）                    

目     次 

第１ （略） 

第２ 中間連結財務諸表 

 １・２ （略） 

 ３ 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 

４・５ （略） 

（記載上の注意） 

１・２ （略） 

３ この様式中「第２の２ 中間連結貸借対照表」、「第２の３ 中間連結損益計算書及び中間連結

包括利益計算書」、「第２の４ 中間連結キャッシュ・フロー計算書」及び「第２の５ 中間連結

株主資本等変動計算書」に注記すべき事項は、「第２の５ 中間連結株主資本等変動計算書」の次

に一括して記載することができる。 

４ 上場会社等（金融商品取引法第 24 条の４の７第 1 項の規定により四半期報告書（同項に規定す

る四半期報告書をいう。以下この４において同じ。）を提出しなければならない会社（同条第２項

の規定により四半期報告書を提出する会社を含む。）をいう。）である少額短期保険業者にあって

は、この様式中、「第２の２ 中間連結貸借対照表」、「第２の３ 中間連結損益計算書及び中間連

結包括利益計算書」、「第２の４ 中間連結キャッシュ・フロー計算書」、「第２の５ 中間連結株

主資本等変動計算書」については、一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準じて作成すること。 

 

第１ （略） 

第２ 中間連結財務諸表 

１ （略） 

２ 中間連結貸借対照表 

年度（  年  月  日現在）中間連結貸借対照表 

(１) (生命保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等)  

                                （単位：百万円）

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

 

  

 為 替 換 算 調 整 勘 定

その他の包括利益累計額合計

新 株 予 約 権

 

（略）   （略）  

 

 

別紙様式第 16号の 24（第 211 条の 81第１項関係） 

（日本工業規格Ａ４）

                                  

（略）             

目     次 

第１ （略） 

第２ 中間連結財務諸表 

１・２ （略） 

３ 中間連結損益計算書 

４・５ （略） 

（記載上の注意） 

１・２ （略） 

３ この様式中「第２の２ 中間連結貸借対照表」、「第２の３ 中間連結損益計算書」、「第２の４

中間連結キャッシュ・フロー計算書」及び「第２の５ 中間連結株主資本等変動計算書」に注記

すべき事項は、「第２の５ 中間連結株主資本等変動計算書」の次に一括して記載することがで

きる。 

４ 上場会社等（金融商品取引法第 24 条の４の７第１項の規定により四半期報告書（同項に規定

する四半期報告書をいう。以下この４において同じ。）を提出しなければならない会社（同条第

２項の規定により四半期報告書を提出する会社を含む。）をいう。）である少額短期保険業者にあ

っては、この様式中、「第２の２ 中間連結貸借対照表」、「第２の３ 中間連結損益計算書」、「第

２の４ 中間連結キャッシュ・フロー計算書」、「第２の５ 中間連結株主資本等変動計算書」に

ついては、一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準じて作成すること。 

 

 

第１ （略） 

第２ 中間連結財務諸表 

１ （略） 

２ 中間連結貸借対照表 

        年度（  年  月  日現在）中間連結貸借対照表 

(１) (生命保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等)  

               （単位：百万円）

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

 

  

 為 替 換 算 調 整 勘 定

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

新 株 予 約 権

 

（略）   （略）  
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(２)（損害保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等）                  

 （単位：百万円）

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

 

  

 為 替 換 算 調 整 勘 定

その他の包括利益累計額合計

新 株 予 約 権

 

（略）   （略）  

（記載上の注意）  

（略） 

 

３ 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 

年度中 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ） 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書

 

（記載上の注意） 

「中間連結損益計算書」及び「中間連結包括利益計算書」は、両計算書を構成する項目を単一の

計算書に表示する方法により、「中間連結損益及び包括利益計算書」として記載することができる。

 

(１) (生命保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等 

－中間連結損益計算書)                     （単位：百万円） 

科     目 金               額 
経常収益 

保険料等収入  

資産運用収益  

利息及び配当金等収入  

特定取引収益  

商品有価証券運用益  

金銭の信託運用益  

売買目的有価証券運用益  

有価証券売却益  

有価証券償還益  

金融派生商品収益  

為替差益  

その他運用収益  

特別勘定資産運用益  

その他経常収益  

経常費用 

(２)（損害保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等）    

                            （単位：百万円）

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

 

  

 為 替 換 算 調 整 勘 定

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

新 株 予 約 権

 

（略）   （略）  

（記載上の注意）  

（略） 

 

３ 中間連結損益計算書 

 年度（ 年  月  日から

年  月  日まで ）中間連結損益計算書 

 

(１) (生命保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等) 

（単位：百万円） 

科     目 金               額 
経 常 収 益 

保 険 料 等 収 入  

資 産 運 用 収 益  

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入  

特 定 取 引 収 益  

商 品 有 価 証 券 運 用 益  

金 銭 の 信 託 運 用 益  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益  

有 価 証 券 売 却 益  

有 価 証 券 償 還 益  

金 融 派 生 商 品 収 益  

為 替 差 益  

そ の 他 運 用 収 益  

特 別 勘 定 資 産 運 用 益  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用 

保 険 金 等 支 払 金  

保 険 金  

年 金  

給 付 金  
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保険金等支払金  

保険金  

年金  

給付金  

解約返戻金  

その他返戻金  

責任準備金等繰入額  

支払備金繰入額  

責任準備金繰入額  

契約者配当金積立利息繰入額  

資産運用費用  

支払利息  

特定取引費用  

商品有価証券運用損  

金銭の信託運用損  

売買目的有価証券運用損  

有価証券売却損  

有価証券評価損  

有価証券償還損  

金融派生商品費用  

為替差損  

貸倒引当金繰入額  

貸付金償却  

賃貸用不動産等減価償却費 

その他運用費用  

特別勘定資産運用損  

事業費  

その他経常費用  

経常利益（又は経常損失）  

特別利益 

固定資産等処分益  

負ののれん発生益  

保険業法第 112 条評価益  

その他特別利益  

特別損失  

固定資産等処分損  

減損損失  

価格変動準備金繰入額  

金融商品取引責任準備金繰入額  

不動産圧縮損  

解 約 返 戻 金  

そ の 他 返 戻 金  

責 任 準 備 金 等 繰 入 額  

支 払 備 金 繰 入 額  

責 任 準 備 金 繰 入 額  

契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額  

資 産 運 用 費 用  

支 払 利 息  

特 定 取 引 費 用  

商 品 有 価 証 券 運 用 損  

金 銭 の 信 託 運 用 損  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損  

有 価 証 券 売 却 損  

有 価 証 券 評 価 損  

有 価 証 券 償 還 損  

金 融 派 生 商 品 費 用  

為 替 差 損  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  

貸 付 金 償 却  

賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費

そ の 他 運 用 費 用  

特 別 勘 定 資 産 運 用 損  

事 業 費  

そ の 他 経 常 費 用  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

固 定 資 産 等 処 分 益  

負 の の れ ん 発 生 益  

保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益  

そ の 他 特 別 利 益  

特 別 損 失  

固 定 資 産 等 処 分 損  

減 損 損 失  

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額  

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額  

不 動 産 圧 縮 損  

そ の 他 特 別 損 失  

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額

税金等調整前中間純利益（又は税金等調整前中間

純損失） 
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その他特別損失  

契約者配当準備金繰入額 

税金等調整前中間純利益 

（又は税金等調整前中間純損失） 

 

法人税及び住民税等  

法人税等調整額  

法人税等合計 

少数株主損益調整前中間純利益 

（又は少数株主損益調整前中間純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

中間純利益（又は中間純損失） 

 

(２) (損害保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等 

－中間連結損益計算書)                     （単位：百万円） 
科     目 金               額 

経常収益 

保険引受収益  

正味収入保険料  

収入積立保険料  

積立保険料等運用益  

その他保険引受収益  

資産運用収益  

利息及び配当金収入  

特定取引収益  

商品有価証券運用益  

金銭の信託運用益  

売買目的有価証券運用益  

有価証券売却益  

有価証券償還益  

金融派生商品収益  

特別勘定資産運用益  

その他運用収益  

積立保険料等運用益振替  

その他経常収益  

経常費用 

保険引受費用  

正味支払保険金  

損害調査費  

諸手数料及び集金費  

満期返戻金  

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）

 

(２) （損害保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等） 

（単位：百万円） 
科     目 金               額 

経 常 収 益 

保 険 引 受 収 益  

正 味 収 入 保 険 料  

収 入 積 立 保 険 料  

積 立 保 険 料 等 運 用 益  

そ の 他 保 険 引 受 収 益  

資 産 運 用 収 益  

利 息 及 び 配 当 金 収 入  

特 定 取 引 収 益  

商 品 有 価 証 券 運 用 益  

金 銭 の 信 託 運 用 益  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益  

有 価 証 券 売 却 益  

有 価 証 券 償 還 益  

金 融 派 生 商 品 収 益  

特 別 勘 定 資 産 運 用 益  

そ の 他 運 用 収 益  

積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用 

保 険 引 受 費 用  

正 味 支 払 保 険 金  

損 害 調 査 費  

諸 手 数 料 及 び 集 金 費  

満 期 返 戻 金  

契 約 者 配 当 金  

支 払 備 金 繰 入 額  

責 任 準 備 金 等 繰 入 額  

そ の 他 保 険 引 受 費 用  
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契約者配当金  

支払備金繰入額  

責任準備金等繰入額  

その他保険引受費用  

資産運用費用  

特定取引費用  

商品有価証券運用損  

金銭の信託運用損  

売買目的有価証券運用損  

有価証券売却損  

有価証券評価損  

有価証券償還損  

金融派生商品費用  

特別勘定資産運用損  

その他運用費用  

営業費及び一般管理費  

その他経常費用  

支払利息  

貸倒引当金繰入額  

貸倒損失  

その他の経常費用  

経常利益（又は経常損失）  

特別利益 

固定資産等処分益  

負ののれん発生益  

保険業法第 112 条評価益  

その他特別利益  

特別損失  

固定資産等処分損  

減損損失  

価格変動準備金繰入額  

金融商品取引責任準備金繰入額  

不動産等圧縮損  

その他特別損失  

税金等調整前中間純利益 

（又は税金等調整前中間純損失） 

 

法人税及び住民税等  

法人税等調整額  

法人税等合計 

資 産 運 用 費 用  

特 定 取 引 費 用  

商 品 有 価 証 券 運 用 損  

金 銭 の 信 託 運 用 損  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損  

有 価 証 券 売 却 損  

有 価 証 券 評 価 損  

有 価 証 券 償 還 損  

金 融 派 生 商 品 費 用  

特 別 勘 定 資 産 運 用 損  

そ の 他 運 用 費 用  

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費  

そ の 他 経 常 費 用  

支 払 利 息  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  

貸 倒 損 失  

そ の 他 の 経 常 費 用  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

固 定 資 産 等 処 分 益  

負 の の れ ん 発 生 益  

保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益  

そ の 他 特 別 利 益  

特 別 損 失  

固 定 資 産 等 処 分 損  

減 損 損 失  

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額  

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額  

不 動 産 等 圧 縮 損  

そ の 他 特 別 損 失  

税金等調整前中間純利益（又は税金等調整前中間

純損失） 

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

中 間 純 利 益 （ 又 は 中 間 純 損 失 ）
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少数株主損益調整前中間純利益 

（又は少数株主損益調整前中間純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

中間純利益（又は中間純損失） 

(記載上の注意) 

１ 少額短期保険持株会社及びその子会社等の主たる事業が生命保険業である場合には上記の(１)

により、損害保険業である場合には上記の(２)により、保険業以外の事業である場合には、当該

事業を営む会社の中間連結財務諸表について適用される法令等に定める分類に準じて記載するこ

と。この場合においては、当該法令等を注記すること。ただし、保険業に係る収益及び費用の状

態を明らかにするために必要な科目については、適切な場所に記載すること。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。

(１) 中間連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされてい

る会計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が中間連

結財務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) １株当たり中間純利益又は中間純損失の額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益の額

（銭単位まで記載すること。） 

  (４) 以上のほか、少額短期保険持株会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するため

に必要な事項 

３ 特定取引収益及び特定取引費用は、子会社等が保険業法施行規則第 53条の６の２その他法令の

規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用について記載すること。なお、特定取引勘定

設置会社分については商品有価証券運用益及び商品有価証券運用損への計数の記載は行わない。

４ 法令等に基づき、又は少額短期保険持株会社及びその子会社等の損益の状態を明らかにするた

めに必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を

設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

５ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

(３) （少額短期保険持株会社及びその子会社等－中間連結包括利益計算書） 

                     （単位：百万円） 

科     目 金               額 

少数株主損益調整前中間純利益 

（又は少数株主損益調整前中間純損失） 

 

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金  

繰延ヘッジ損益  

為替換算調整勘定 

持分法適用会社に対する持分相当額 

 

中間包括利益  

(記載上の注意) 

１ 少額短期保険持株会社及びその子会社等の主たる事業が生命保険業である場合には上記の

(１)により、損害保険業である場合には上記の(２)により、保険業以外の事業である場合には、

当該事業を営む会社の中間連結財務諸表について適用される法令等に定める分類に準じて記載

すること。この場合においては、当該法令等を注記すること。ただし、保険業に係る収益及び費

用の状態を明らかにするために必要な科目については、適切な場所に記載すること。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。

(１) 中間連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされてい

る会計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が中間連

結財務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３） １株当たり中間純利益又は中間純損失の額及び潜在株式調整後１件当たり中間純利益の

額（銭単位まで記載すること。） 

  (４) 以上のほか、少額短期保険持株会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するため

に必要な事項 

３ 特定取引収益及び特定取引費用は、子会社等が保険業法施行規則第 53 条の６の２その他法令

の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用について記載すること。なお、特定取引勘

定設置会社分については商品有価証券運用益及び商品有価証券運用損への計数の記載は行わな

い。 

４ 法令等に基づき、又は少額短期保険持株会社及びその子会社等の損益の状態を明らかにするた

めに必要があるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて

適切な場所に記載すること。 

５ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第１６号の２４ 

改正案 現行 

 親会社株主に係る中間包括利益 

少数株主に係る中間包括利益 

(記載上の注意) 

１ 中間連結包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけるその他

の包括利益及びその内訳項目並びに中間包括利益及びその内訳項目の金額を注記すること。 

２ 法令等に基づき、又は少額短期保険持株会社及びその子会社等の包括利益の状態を明らかに

するために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外

の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

４ その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内

訳項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加

減する方法で記載することができる。 

 

〔「中間連結損益計算書」及び「中間連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一の計算書に表示

する場合〕 

 

(４) (生命保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等 

－中間連結損益及び包括利益計算書)                (単位：百万円) 

科     目 金               額 
経常収益 

保険料等収入  

資産運用収益  

利息及び配当金等収入  

特定取引収益  

商品有価証券運用益  

金銭の信託運用益  

売買目的有価証券運用益  

有価証券売却益  

有価証券償還益  

金融派生商品収益  

為替差益  

その他運用収益  

特別勘定資産運用益  

その他経常収益  

経常費用 

保険金等支払金  

保険金  

年金  

給付金  

解約返戻金  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第１６号の２４ 

改正案 現行 

その他返戻金  

責任準備金等繰入額  

支払備金繰入額  

責任準備金繰入額  

契約者配当金積立利息繰入額  

資産運用費用  

支払利息  

特定取引費用  

商品有価証券運用損  

金銭の信託運用損  

売買目的有価証券運用損  

有価証券売却損  

有価証券評価損  

有価証券償還損  

金融派生商品費用  

為替差損  

貸倒引当金繰入額  

貸付金償却  

賃貸用不動産等減価償却費 

その他運用費用  

特別勘定資産運用損  

事業費  

その他経常費用  

経常利益（又は経常損失）  

特別利益 

固定資産等処分益  

負ののれん発生益  

保険業法第 112 条評価益  

その他特別利益  

特別損失  

固定資産等処分損  

減損損失  

価格変動準備金繰入額  

金融商品取引責任準備金繰入額  

不動産圧縮損  

その他特別損失  

契約者配当準備金繰入額 

税金等調整前中間純利益 

（又は税金等調整前中間純損失） 

 

法人税及び住民税等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第１６号の２４ 

改正案 現行 

法人税等調整額  

法人税等合計 

少数株主損益調整前中間純利益 

（又は少数株主損益調整前中間純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

中間純利益（又は中間純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

少数株主損益調整前中間純利益 

（又は少数株主損益調整前中間純損失） 

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 

繰延ヘッジ損益 

為替換算調整勘定 

持分法適用会社に対する持分相当額 

中間包括利益 

親会社株主に係る中間包括利益 

少数株主に係る中間包括利益 

 

(５) (損害保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等 

－中間連結損益及び包括利益計算書)                 (単位：百万円) 

科     目 金               額 
経常収益 

保険引受収益  

正味収入保険料  

収入積立保険料  

積立保険料等運用益  

その他保険引受収益  

資産運用収益  

利息及び配当金収入  

特定取引収益  

商品有価証券運用益  

金銭の信託運用益  

売買目的有価証券運用益  

有価証券売却益  

有価証券償還益  

金融派生商品収益  

特別勘定資産運用益  

その他運用収益  

積立保険料等運用益振替  

その他経常収益  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第１６号の２４ 

改正案 現行 

経常費用 

保険引受費用  

正味支払保険金  

損害調査費  

諸手数料及び集金費  

満期返戻金  

契約者配当金  

支払備金繰入額  

責任準備金等繰入額  

その他保険引受費用  

資産運用費用  

特定取引費用  

商品有価証券運用損  

金銭の信託運用損  

売買目的有価証券運用損  

有価証券売却損  

有価証券評価損  

有価証券償還損  

金融派生商品費用  

特別勘定資産運用損  

その他運用費用  

営業費及び一般管理費  

その他経常費用  

支払利息  

貸倒引当金繰入額  

貸倒損失  

その他の経常費用  

経常利益（又は経常損失）  

特別利益 

固定資産等処分益  

負ののれん発生益  

保険業法第 112 条評価益  

その他特別利益  

特別損失  

固定資産等処分損  

減損損失  

価格変動準備金繰入額  

金融商品取引責任準備金繰入額  

不動産等圧縮損  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第１６号の２４ 

改正案 現行 

その他特別損失  

税金等調整前中間純利益 

（又は税金等調整前中間純損失） 

 

法人税及び住民税等  

法人税等調整額  

法人税等合計 

少数株主損益調整前中間純利益 

（又は少数株主損益調整前中間純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

中間純利益（又は中間純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

少数株主損益調整前中間純利益 

（又は少数株主損益調整前中間純損失） 

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 

繰延ヘッジ損益 

為替換算調整勘定 

持分法適用会社に対する持分相当額 

中間包括利益 

親会社株主に係る中間包括利益 

少数株主に係る中間包括利益 

 

（記載上の注意） 

１ 少額短期保険持株会社及びその子会社等の主たる事業が生命保険業である場合には上記の

(４)により、損害保険業である場合には上記の(５)により、保険業以外の事業である場合には、

当該事業を営む会社の中間連結財務諸表について適用される法令等に定める分類に準じて記載

すること。この場合においては、当該法令等を注記すること。ただし、保険業に係る収益及び

費用の状態を明らかにするために必要な科目については、適切な場所に記載すること。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、中間連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。

(１) 中間連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされて

いる会計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が中間

連結財務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) １株当たり中間純利益又は中間純損失の額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益の

額（銭単位まで記載すること。） 

(４) 以上のほか、保険持株会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要

な事項 

  ３ 特定取引収益及び特定取引費用は、子会社等が保険業法施行規則第 53条の６の２その他法令

の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用について記載すること。なお、特定取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）  別紙様式第１６号の２４ 

改正案 現行 

勘定設置会社分については商品有価証券運用益及び商品有価証券運用損への計数の記載は行わ

ない。 

  ４ 中間連結損益及び包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけ

るその他の包括利益及びその内訳項目並びに中間包括利益及びその内訳項目の金額を注記する

こと。 

５ 法令等に基づき、又は少額短期保険持株会社及びその子会社等の損益若しくは包括利益の状

態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲

げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。

６ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

７ その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内

訳項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加

減する方法で記載することができる。 

 

４（略） 

 

５ 中間連結株主資本等変動計算書 

年度 （ 年  月  日から

年  月  日まで ）中間連結株主資本等変動計算書 

      （単位：百万円）

科            目 金          額 

   （略） （略）

  当中間期末残高 ×××

その他の包括利益累計額 
 その他有価証券評価差額金 
  （略） （略）

  当中間期末残高 ×××

 その他の包括利益累計額合計 
  前期末残高 ×××

  （略） （略）

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４ その他の包括利益累計額は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前連結会計年度末残高、中間

連結会計期間中の変動額及び中間連結会計期間末残高に区分して記載することができる。この場

合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

５ その他の包括利益累計額及び純資産の各合計欄の記載は省略することができる。 

６ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４（略） 

 

５ 中間連結株主資本等変動計算書 

年度 （ 年  月  日から

年  月  日まで ）中間連結株主資本等変動計算書 

      （単位：百万円）

科            目 金          額 

   （略） （略）

  当中間期末残高 ×××

評価・換算差額等 
 その他有価証券評価差額金 
   （略） （略）

  当中間期末残高 ×××

 評価・換算差額等合計 
  前期末残高 ×××

  （略） （略）

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４ 評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前連結会計年度末残高、中間連結会

計期間中の変動額及び中間連結会計期間末残高に区分して記載することができる。この場合に

は、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

５ 評価・換算差額等及び純資産の各合計欄の記載は省略することができる。 

６ （略） 
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別紙様式第 16号の 25（第 211 条の 81第２項関係） 

（日本工業規格Ａ４）

                                  

                      （略）                    

目     次 

第１ （略） 

第２ 連結財務諸表 

 １・２ （略） 

 ３ 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

４・５ （略） 

（記載上の注意） 

１・２ （略） 

３ この様式中、「第２の２ 連結貸借対照表」、「第２の３ 連結損益計算書及び連結包括利益計算

書」、「第２の４ 連結キャッシュ・フロー計算書」及び「第２の５ 連結株主資本等変動計算書」

に注記すべき事項は、「第２の５ 連結株主資本等変動計算書」の次に一括して記載することがで

きる。 

 

第１ （略） 

第２ 連結財務諸表 

１ （略） 

２ 連結貸借対照表 

         年度（  年  月  日現在）連結貸借対照表 

(１) (生命保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等)  

                                (単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

 

  

 為 替 換 算 調 整 勘 定

その他の包括利益累計額合計

新 株 予 約 権

 

（略）   （略）  

 

(２) (損害保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等)                

 (単位：百万円) 

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

 

  

 為 替 換 算 調 整 勘 定

その他の包括利益累計額合計

新 株 予 約 権

 

別紙様式第 16号の 25（第 211 条の 81第２項関係） 

（日本工業規格Ａ４）

                                  

（略）             

目     次 

第１ （略） 

第２ 連結財務諸表 

１・２ （略） 

３ 連結損益計算書 

４・５ （略） 

（記載上の注意） 

１・２ （略） 

３ この様式中、「第２の２ 連結貸借対照表」、「第２の３ 連結損益計算書」、「第２の４ 連結

キャッシュ・フロー計算書」及び「第２の５ 連結株主資本等変動計算書」に注記すべき事項は、

「第２の５ 連結株主資本等変動計算書」の次に一括して記載することができる。 

 

 

第１ （略） 

第２ 連結財務諸表 

１ （略） 

２ 連結貸借対照表 

          年度（  年  月  日現在）連結貸借対照表 

(１) (生命保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等)  

               (単位：百万円)

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

 

  

 為 替 換 算 調 整 勘 定

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

新 株 予 約 権

 

（略）   （略）  

 

(２) (損害保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等)    

                            (単位：百万円)

科        目 金   額 科        目 金   額 

（略）  （略）  

 

  

 為 替 換 算 調 整 勘 定

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

新 株 予 約 権
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（略）   （略）  

（記載上の注意）  

（略） 

 

３ 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

年度 （ 年  月  日から 

年  月  日まで ）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

 

（記載上の注意） 

「連結損益計算書」及び「連結包括利益計算書」は、両計算書を構成する項目を単一の計算書に表

示する方法により、「連結損益及び包括利益計算書」として記載することができる。 

 

(１) (生命保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等 

－連結損益計算書）                      (単位：百万円) 

科     目 金               額 
経常収益 

保険料等収入  

資産運用収益  

利息及び配当金等収入  

特定取引収益  

商品有価証券運用益  

金銭の信託運用益  

売買目的有価証券運用益  

有価証券売却益  

有価証券償還益  

金融派生商品収益  

為替差益  

その他運用収益  

特別勘定資産運用益  

その他経常収益  

経常費用 

保険金等支払金  

保険金  

年金  

給付金  

解約返戻金  

その他返戻金  

責任準備金等繰入額  

支払備金繰入額  

（略）   （略）  

（記載上の注意）  

（略） 

 

３ 連結損益計算書 

 年度（ 年  月  日から

年  月  日まで ）連結損益計算書 

 

(１) (生命保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等) 

(単位：百万円) 

科     目 金               額 
経 常 収 益 

保 険 料 等 収 入  

資 産 運 用 収 益  

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入  

特 定 取 引 収 益  

商 品 有 価 証 券 運 用 益  

金 銭 の 信 託 運 用 益  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益  

有 価 証 券 売 却 益  

有 価 証 券 償 還 益  

金 融 派 生 商 品 収 益  

為 替 差 益  

そ の 他 運 用 収 益  

特 別 勘 定 資 産 運 用 益  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用 

保 険 金 等 支 払 金  

保 険 金  

年 金  

給 付 金  

解 約 返 戻 金  

そ の 他 返 戻 金  

責 任 準 備 金 等 繰 入 額  

支 払 備 金 繰 入 額  

責 任 準 備 金 繰 入 額  

契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額  

資 産 運 用 費 用  

支 払 利 息  
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責任準備金繰入額  

契約者配当金積立利息繰入額  

資産運用費用  

支払利息  

特定取引費用  

商品有価証券運用損  

金銭の信託運用損  

売買目的有価証券運用損  

有価証券売却損  

有価証券評価損  

有価証券償還損  

金融派生商品費用  

為替差損  

貸倒引当金繰入額  

貸付金償却  

賃貸用不動産等減価償却費 

その他運用費用  

特別勘定資産運用損  

事業費  

その他経常費用  

経常利益（又は経常損失）  

特別利益 

固定資産等処分益  

負ののれん発生益  

保険業法第 112 条評価益  

その他特別利益  

特別損失  

固定資産等処分損  

減損損失  

価格変動準備金繰入額  

金融商品取引責任準備金繰入額  

不動産圧縮損  

その他特別損失  

契約者配当準備金繰入額 

税金等調整前当期純利益 

（又は税金等調整前当期純損失） 

 

法人税及び住民税等  

法人税等調整額  

法人税等合計 

少数株主損益調整前当期純利益 

特 定 取 引 費 用  

商 品 有 価 証 券 運 用 損  

金 銭 の 信 託 運 用 損  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損  

有 価 証 券 売 却 損  

有 価 証 券 評 価 損  

有 価 証 券 償 還 損  

金 融 派 生 商 品 費 用  

為 替 差 損  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  

貸 付 金 償 却  

賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費

そ の 他 運 用 費 用  

特 別 勘 定 資 産 運 用 損  

事 業 費  

そ の 他 経 常 費 用  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

固 定 資 産 等 処 分 益  

負 の の れ ん 発 生 益  

保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益  

そ の 他 特 別 利 益  

特 別 損 失  

固 定 資 産 等 処 分 損  

減 損 損 失  

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額  

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額  

不 動 産 圧 縮 損  

そ の 他 特 別 損 失  

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額

税金等調整前当期純利益（又は税金等調整前当期

純損失） 

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）
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（又は少数株主損益調整前当期純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

当期純利益（又は当期純損失） 

 

(２) (損害保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等 

－連結損益計算書)                       (単位：百万円) 
科     目 金               額 

経常収益 

保険引受収益  

正味収入保険料  

収入積立保険料  

積立保険料等運用益  

その他保険引受収益  

資産運用収益  

利息及び配当金収入  

特定取引収益  

商品有価証券運用益  

金銭の信託運用益  

売買目的有価証券運用益  

有価証券売却益  

有価証券償還益  

金融派生商品収益  

特別勘定資産運用益  

その他運用収益  

積立保険料等運用益振替  

その他経常収益  

経常費用 

保険引受費用  

正味支払保険金  

損害調査費  

諸手数料及び集金費  

満期返戻金  

契約者配当金  

支払備金繰入額  

責任準備金等繰入額  

その他保険引受費用  

資産運用費用  

特定取引費用  

商品有価証券運用損  

金銭の信託運用損  

(２) (損害保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等) 

(単位：百万円) 
科     目 金               額 

経 常 収 益 

保 険 引 受 収 益  

正 味 収 入 保 険 料  

収 入 積 立 保 険 料  

積 立 保 険 料 等 運 用 益  

そ の 他 保 険 引 受 収 益  

資 産 運 用 収 益  

利 息 及 び 配 当 金 収 入  

特 定 取 引 収 益  

商 品 有 価 証 券 運 用 益  

金 銭 の 信 託 運 用 益  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益  

有 価 証 券 売 却 益  

有 価 証 券 償 還 益  

金 融 派 生 商 品 収 益  

特 別 勘 定 資 産 運 用 益  

そ の 他 運 用 収 益  

積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用 

保 険 引 受 費 用  

正 味 支 払 保 険 金  

損 害 調 査 費  

諸 手 数 料 及 び 集 金 費  

満 期 返 戻 金  

契 約 者 配 当 金  

支 払 備 金 繰 入 額  

責 任 準 備 金 等 繰 入 額  

そ の 他 保 険 引 受 費 用  

資 産 運 用 費 用  

特 定 取 引 費 用  

商 品 有 価 証 券 運 用 損  

金 銭 の 信 託 運 用 損  

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損  

有 価 証 券 売 却 損  

有 価 証 券 評 価 損  

有 価 証 券 償 還 損  
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売買目的有価証券運用損  

有価証券売却損  

有価証券評価損  

有価証券償還損  

金融派生商品費用  

特別勘定資産運用損  

その他運用費用  

営業費及び一般管理費  

その他経常費用  

支払利息  

貸倒引当金繰入額  

貸倒損失  

その他の経常費用  

経常利益（又は経常損失）  

特別利益 

固定資産等処分益  

負ののれん発生益  

保険業法第 112 条評価益  

その他特別利益  

特別損失  

固定資産等処分損  

減損損失  

価格変動準備金繰入額  

金融商品取引責任準備金繰入額  

不動産等圧縮損  

その他特別損失  

税金等調整前当期純利益 

（又は税金等調整前当期純損失） 

 

法人税及び住民税等  

法人税等調整額  

法人税等合計 

少数株主損益調整前当期純利益 

（又は少数株主損益調整前当期純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

当期純利益（又は当期純損失） 

（記載上の注意） 

１ 少額短期保険持株会社及びその子会社等の主たる事業が生命保険業である場合には上記の(１)

により、損害保険業である場合には上記の(２)により、保険業以外の事業である場合には、当該

事業を営む会社の連結財務諸表について適用される法令等に定める分類に準じて記載すること。

金 融 派 生 商 品 費 用  

特 別 勘 定 資 産 運 用 損  

そ の 他 運 用 費 用  

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費  

そ の 他 経 常 費 用  

支 払 利 息  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額  

貸 倒 損 失  

そ の 他 の 経 常 費 用  

経常利益（又は経常損失）  

特 別 利 益 

固 定 資 産 等 処 分 益  

負 の の れ ん 発 生 益  

保 険 業 法 第 1 1 2 条 評 価 益  

そ の 他 特 別 利 益  

特 別 損 失  

固 定 資 産 等 処 分 損  

減 損 損 失  

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額  

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額  

不 動 産 等 圧 縮 損  

そ の 他 特 別 損 失  

税金等調整前当期純利益（又は税金等調整前当期

純損失） 

 

法 人 税 及 び 住 民 税 等  

法 人 税 等 調 整 額  

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益

（ 又 は 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失 ）

少 数 株 主 利 益 （ 又 は 少 数 株 主 損 失 ）

当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）

（記載上の注意） 

１ 少額短期保険持株会社及びその子会社等の主たる事業が生命保険業である場合には上記の

(１)により、損害保険業である場合には上記の(２)により、保険業以外の事業である場合には、

当該事業を営む会社の連結財務諸表について適用される法令等に定める分類に準じて記載する

こと。この場合においては、当該法令等を注記すること。ただし、保険業に係る収益及び費用の

状態を明らかにするために必要な科目については、適切な場所に記載すること。 

２ 次の事項を注記すること。ただし連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

(１) 連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会
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この場合においては、当該法令等を注記すること。ただし、保険業に係る収益及び費用の状態を

明らかにするために必要な科目については、適切な場所に記載すること。 

２ 次の事項を注記すること。ただし連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

(１) 連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会

計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が連結財

務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) １株当たり当期純利益又は当期純損失の額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の額

（銭単位まで記載すること。） 

  (４) 以上のほか、少額短期保険持株会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するため

に必要な事項 

３ 特定取引収益及び特定取引費用は、子会社等が保険業法施行規則第 53条の６の２その他法令の

規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用について記載すること。なお、特定取引勘定

設置会社分については商品有価証券運用益及び商品有価証券運用損への計数の記載は行わない。

４ 法令等に基づき、又は少額短期保険持株会社及びその子会社等の損益の状態を明らかにするた

めに必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を

設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

５ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

 

(３) (少額短期保険持株会社及びその子会社等－連結包括利益計算書) 

                                    (単位：百万円) 

科     目 金               額 

少数株主損益調整前当期純利益 

（又は少数株主損益調整前当期純損失） 

 

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金  

繰延ヘッジ損益  

為替換算調整勘定 

持分法適用会社に対する持分相当額 

 

包括利益 

 親会社株主に係る包括利益 

 少数株主に係る包括利益 

 

（記載上の注意） 

１ 連結包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけるその他の包括

利益及びその内訳項目並びに包括利益及びその内訳項目の金額を注記すること。 

２ 法令等に基づき、又は少額短期保険持株会社及びその子会社等の損益の状態を明らかにするた

めに必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目

を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が連結財

務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) １株当たり当期純利益又は当期純損失の額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の

額（銭単位まで記載すること。） 

  (４) 以上のほか、少額短期保険持株会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するため

に必要な事項 

３ 特定取引収益及び特定取引費用は、子会社等が保険業法施行規則第 53 条の６の２その他法令

の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用について記載すること。なお、特定取引勘

定設置会社分については商品有価証券運用益及び商品有価証券運用損への計数の記載は行わな

い。 

４ 法令等に基づき、又は少額短期保険持株会社及びその子会社等の損益の状態を明らかにするた

めに必要があるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて

適切な場所に記載すること。 

５ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 
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３ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

４ その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内訳

項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加減す

る方法で記載することができる。 

 

(４) (生命保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等 

－連結損益及び包括利益計算書)                 (単位：百万円) 

科     目 金               額 
経常収益 
保険料等収入 
資産運用収益 

利息及び配当金等収入 
特定取引収益 
商品有価証券運用益 
金銭の信託運用益 
売買目的有価証券運用益 
有価証券売却益 
有価証券償還益 
金融派生商品収益 
為替差益 
その他運用収益 
特別勘定資産運用益 

その他経常収益 

 

経常費用 
保険金等支払金 

保険金 
年金 
給付金 
解約返戻金 
その他返戻金 

責任準備金等繰入額 
支払備金繰入額 
責任準備金繰入額 
契約者配当金積立利息繰入額 

資産運用費用 
支払利息 
特定取引費用 
商品有価証券運用損 
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金銭の信託運用損 
売買目的有価証券運用損 
有価証券売却損 
有価証券評価損 
有価証券償還損 
金融派生商品費用 
為替差損 
貸倒引当金繰入額 
貸付金償却 
賃貸用不動産等減価償却費 
その他運用費用 
特別勘定資産運用損 

事業費 
その他経常費用 

 

経常利益（又は経常損失）  
特別利益 
固定資産等処分益 
負ののれん発生益 
保険業法第 112 条評価益 
その他特別利益 

 

特別損失 
固定資産等処分損 
減損損失 
価格変動準備金繰入額 
金融商品取引責任準備金繰入額 
不動産圧縮損 
その他特別損失 

 

契約者配当準備金繰入額 
税金等調整前当期純利益 
（又は税金等調整前当期純損失） 
法人税及び住民税等 
法人税等調整額 
法人税等合計 
少数株主損益調整前当期純利益 
（又は少数株主損益調整前当期純損失） 
少数株主利益（又は少数株主損失） 
当期純利益（又は当期純損失） 

 

少数株主利益（又は少数株主損失）  
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少数株主損益調整前当期純利益 
（又は少数株主損益調整前当期純損失） 

 

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金  

繰延ヘッジ損益  

為替換算調整勘定 

持分法適用会社に対する持分相当額 

 

包括利益 

親会社株主に係る包括利益 

少数株主に係る包括利益 

 

(５) (損害保険業を主たる事業とする少額短期保険持株会社及びその子会社等 

－連結損益及び包括利益計算書)                 (単位：百万円) 

科     目 金               額 
経常収益 

保険引受収益  

正味収入保険料  

収入積立保険料  

積立保険料等運用益  

その他保険引受収益  

資産運用収益  

利息及び配当金収入  

特定取引収益  

商品有価証券運用益  

金銭の信託運用益  

売買目的有価証券運用益  

有価証券売却益  

有価証券償還益  

金融派生商品収益  

特別勘定資産運用益  

その他運用収益  

積立保険料等運用益振替  

その他経常収益  

経常費用 

保険引受費用  

正味支払保険金  

損害調査費  

諸手数料及び集金費  

満期返戻金  
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契約者配当金  

支払備金繰入額  

責任準備金等繰入額  

その他保険引受費用  

資産運用費用  

特定取引費用  

商品有価証券運用損  

金銭の信託運用損  

売買目的有価証券運用損  

有価証券売却損  

有価証券評価損  

有価証券償還損  

金融派生商品費用  

特別勘定資産運用損  

その他運用費用  

営業費及び一般管理費  

その他経常費用  

支払利息  

貸倒引当金繰入額  

貸倒損失  

その他の経常費用  

経常利益（又は経常損失）  

特別利益 

固定資産等処分益  

負ののれん発生益  

保険業法第 112 条評価益  

その他特別利益  

特別損失  

固定資産等処分損  

減損損失  

価格変動準備金繰入額  

金融商品取引責任準備金繰入額  

不動産等圧縮損  

その他特別損失  

税金等調整前当期純利益 

（又は税金等調整前当期純損失） 

 

法人税及び住民税等  

法人税等調整額  

法人税等合計 
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少数株主損益調整前当期純利益 

（又は少数株主損益調整前当期純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

当期純利益（又は当期純損失） 

少数株主利益（又は少数株主損失） 

少数株主損益調整前当期純利益 

（又は少数株主損益調整前当期純損失） 

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金  

繰延ヘッジ損益  

為替換算調整勘定 

持分法適用会社に対する持分相当額 

 

包括利益 

親会社株主に係る包括利益 

少数株主に係る包括利益 

（記載上の注意） 

１ 少額短期保険持株会社及びその子会社等の主たる事業が生命保険業である場合には上記の

(４)により、損害保険業である場合には上記の(５)により、保険業以外の事業である場合には、

当該事業を営む会社の連結財務諸表について適用される法令等に定める分類に準じて記載する

こと。この場合においては、当該法令等を注記すること。ただし、保険業に係る収益及び費用

の状態を明らかにするために必要な科目については、適切な場所に記載すること。 

２ 次の事項を注記すること。ただし、連結貸借対照表に記載したものは、この限りでない。 

(１) 連結損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている

会計方針は、この限りでない。 

(２) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。） 

① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が連結

財務諸表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更したときは、その内容 

(３) １株当たり当期純利益又は当期純損失の額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の

額（銭単位まで記載すること。） 

(４) 以上のほか、保険持株会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要

な事項 

  ３ 特定取引収益及び特定取引費用は、子会社等が保険業法施行規則第 53条の６の２その他法令

の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用について記載すること。なお、特定取引

勘定設置会社分については商品有価証券運用益及び商品有価証券運用損への計数の記載は行わ

ない。 

４ 連結損益及び包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけるそ

の他の包括利益及びその内訳項目並びに包括利益及びその内訳項目の金額を注記すること。 

５ 法令等に基づき、又は少額短期保険持株会社及びその子会社等の損益若しくは包括利益の状

態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲
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げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。

６ 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

７ その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、各内

訳項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を一括して加

減する方法で記載することができる。 

 

４（略） 

 

５ 連結株主資本等変動計算書 

年度 （ 年  月  日から

年  月  日まで ）連結株主資本等変動計算書 

      （単位：百万円）

科            目 金          額 

   （略） （略）

  当期末残高 ×××

その他の包括利益累計額 
 その他有価証券評価差額金 
  （略） （略）

  当期末残高 ×××

 その他の包括利益累計額合計 
  前期末残高 ×××

  （略） （略）

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４ その他の包括利益累計額は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前連結会計年度末残高、連結

会計期間中の変動額及び連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、

科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

５ その他の包括利益累計額及び純資産の各合計欄の記載は、省略することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４（略） 

 

５ 連結株主資本等変動計算書 

年度 （ 年  月  日から

年  月  日まで ）連結株主資本等変動計算書 

      （単位：百万円）

科            目 金          額 

   （略） （略）

  当期末残高 ×××

評価・換算差額等 
 その他有価証券評価差額金 
   （略） （略）

  当期末残高 ×××

 評価・換算差額等合計 
  前期末残高 ×××

  （略） （略）

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４ 評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて合計額を、前連結会計年度末残高、連結会計期

間中の変動額及び連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ご

とのそれぞれの金額を注記すること。 

５ 評価・換算差額等及び純資産の各合計欄の記載は、省略することができる。 

 

 

 


